
労 働 契 約

成否 控訴人兼被控訴人（一審甲事件本訴被告・反訴

原告，乙事件原告）Ｙ社の雇用形態は，「正社員」と「契

約社員」が明確に区分され，被控訴人兼控訴人（一審

甲事件本訴原告・反訴被告，乙事件被告)ＸとＹ社が取

り交わした｢雇用契約書｣の記載からすると，雇用形態

のうち，「正社員」でなく「契約社員(�年更新）」が選

択され，新たに「契約社員」として期間�年とする有

期労働契約が締結されたものとされた例（ジャパンビ

ジネスラボ事件・東京高裁令元.11.28判決)㌀㌀㌀㌀1215-5

成否 本件合意は，Ｘが正社員への復帰を希望するこ

とを停止条件とする無期労働契約の締結を含むもので

はないとされた例（ジャパンビジネスラボ事件・東京

高裁令元.11.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1215-5

成否 契約社員について，本件契約社員契約の締結時

において，契約社員が正社員に戻ることを希望した場

合に，速やかに正社員に復帰させる合意があったとは

いえないとされた例（ジャパンビジネスラボ事件・東

京高裁令元.11.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1215-5

成否：歩合給制合意 歩合制合意の下で就労していた

トラック運転手である被控訴人兼控訴人（一審原告）

Ｘの割増賃金につき，就業規則は月給制となっており，

歩合制合意は実質的に就業規則に定められた労働条件

の変更に当たるところ，Ｘの自由な意思に基づいてさ

れたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存

在しないとして，一審判断を改め，月給制であること

を前提として割増賃金を算定し，その支払いが命じら

れた例（コーダ・ジャパン事件・東京高裁平31.3.14判

決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1218-49

成否：歩合給制合意 運転手の給与を歩合制とする労

使慣行が存在するとの控訴人兼被控訴人（一審被告）

Ｙ社の主張につき，民法92条による法的効力が認めら

れる労使慣行は，長期にわたる反復継続，労使双方が

明示的に排除・排斥していないこと，当該慣行が労使

の規範意識に支えられていることを要するとして退け

られた例（コーダ・ジャパン事件・東京高裁平31.3.14

判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1218-49

成否 被告Ｙ社と原告Ｘらとの間の本件各契約につい

て，業務委託契約ではなく労働契約に当たるとされた

例（イヤシス事件・大阪地裁令元.10.24判決)

……1218-80

成否 Ｘらの労基法上の労働者性について，業務従事

時間の拘束性，報酬の労働対価性，諾否の自由，指揮

命令の有無，業務従事場所の拘束性等からすると，Ｘ

らは，労基法上の労働者に当たるとされた例（イヤシ

ス事件・大阪地裁令元.10.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1218-80

成否：派遣法40条の�第�項 派遣法40条の�によ

る，派遣先による直接雇用の申込みみなしがあったと

の原告Ｘらの主張が退けられた例（東リ事件・神戸地

裁令2.3.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1223-27

成否：派遣法40条の�第�項 請負の形式による契約

により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させる
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事業者について，労働者派遣か請負かの区分は，当該

事業者に業務遂行，労務管理および事業運営において

注文主からの独立性があるか，すなわち，①当該事業

者が自ら業務の遂行に関する指示等を行っているか，

②当該事業者が自ら労働時間等に関する指示その他の

管理を行っているか，③当該事業者が，服務規律に関

する指示等や労働者の配置の決定等を行っているか，

④当該事業者が請負により請け負った業務を自らの業

務として当該契約の注文主から独立して処理している

かにより区分するのが相当とされた例（東リ事件・神

戸地裁令2.3.13判決）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1223-27

成否：派遣法40条の�第�項 Ｘらの雇用主であるラ

イフ社が，①自ら業務の遂行に関する指示等を行って

いたか，②自ら労働時間等に関する指示その他の管理

を行っていたか，③服務規律に関する指示等や労働者

の配置の決定等を行っていたか，④請負により請け

負った業務を自らの業務として被告Ｙ社から独立して

処理していたか，さらに⑤Ｙ社が平成29年�月にライ

フ社と労働者派遣契約を締結した経緯等を検討し，い

わゆる偽装請負への該当性が否定された例（東リ事

件・神戸地裁令2.3.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1223-27

成否 原告Ｘの勤務実態，支払われている報酬の性質

および当事者の認識からすれば，Ｘと被告Ｙ法人との

間の契約の性質は，労働契約であったと認めるのが相

当であるとされた例（学校法人信愛学園事件・横浜地

裁令2.2.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1226-57

成否 被告Ｙ社は，原告Ｘの取締役就任時と，その後

の取締役会において，Ｘに対して使用人職務を委嘱す

る旨の取締役会決議をし，引き続き製造部長との役職

名を付与しており，そのことは使用人としての役職名

を付与したという外形のみにとどまらず，取締役会決

議というＹ社内部での意思決定の下，Ｘに使用人とし

ての地位を兼ねさせていたとの評価が妥当しうるとさ

れた例（加賀金属事件・大阪地裁令2.1.24判決)

……1266-84

成否 Ｘについて，常務取締役就任時に，本件雇用契

約を終了させる旨の黙示的な合意が成立したものと認

定することが相当であるとされた例（加賀金属事件・

大阪地裁令2.1.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1226-84

成否：派遣法40条の�第�項 労働者派遣法40条の�

第�項�号が定める同法やこれが準用する労基法等の

適用を免れる目的（適用潜脱目的）は，労働者派遣以

外の名目で契約を締結したこと，および当該契約に基

づき労働者派遣の役務の提供を受けていることの主観

的な認識（悪意）または認識可能性（過失）とは必ず

しも同一ではなく，むしろ，このような形式と実質の

齟齬により労働者派遣法等による規制を回避する意図

を示す客観的な事情の存在により認定すべきとされた

例（日本貨物検数協会〔日興サービス〕事件・名古屋

地裁令2.7.20判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1228-33

成否：派遣法40条の�第�項 労働契約の申込みみな

し制度は，違法な労働者派遣の是正に当たって，派遣

労働者の希望を踏まえつつ雇用の安定化を目的とする

ところ，労働者派遣の役務の提供を受けた者との間に

直ちに労働契約を成立させるのではなく，その成立を

労働者の承諾の意思表示にかからしめることで，労働

者に対して派遣元との従前の労働契約の維持と派遣先

との新たな労働契約の成立との選択権を付与したもの

であり，みなし申込みに対する承諾の意思表示は，こ

のような選択権の行使の結果として派遣先との間に新

たな労働契約を成立させるものであるから，通常の労

働契約締結における承諾の意思表示と何ら異ならない

とされた例（日本貨物検数協会〔日興サービス〕事件・

名古屋地裁令2.7.20判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1228-33

成否：派遣法40条の�第�項 労働者がみなし申込み

の存在を明確に認識せずに直接の雇用の要望を出して

も，それは，労働者の自由な意思による選択権の行使

と評価することはできず，むしろ，このような場合に

まで労働契約の成立を認めることは，労働者の希望を

的確に反映したとは限らないとされた例（日本貨物検

数協会〔日興サービス〕事件・名古屋地裁令2.7.20判

決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1228-33

成否：派遣法40条の�第�項 被告Ｙ法人が原告Ｘら

に対してみなし申込みの効力が消滅するまで，みなし

申込みの存在を知らせず，結果として，当該みなし申

込みに対する承諾の意思表示をするか否かというＸら

の選択権行使の機会を喪失させたＹ法人の対応が，仮

に不法行為を構成するとしても，Ｙ法人は，労働契約

の申込みみなし制度が対象とする違法な労働者派遣の

受入れをすでに解消し，その規制目的を実現していた

以上，Ｙ法人に対して民事的制裁を加える理由に乏し

いとして，Ｙ法人の上記対応をもって労働者派遣法40

条の�第�項の期間の経過を主張することが信義則に

反するとはいえないとされた例（日本貨物検数協会〔日

興サービス〕事件・名古屋地裁令2.7.20判決)

……1228-33

内容：労契法20条 Ｘが本件大学においてこれまで長

年にわたり専任教員とほぼ遜色ないコマ数の授業を担

当し，その中にＸの専門外である科目も複数含まれて

いたことなどといったＸが指摘する諸事情を考慮して

も，Ｘと本件大学の専任教員との本俸額の相違が不合

理であると評価することはできないとされた例（学校

法人中央学院〔非常勤講師〕事件・東京地裁令元.5.30

判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1211-59

内容：労契法20条 賞与および年度末手当は，被告Ｙ

法人の財政状態および教職員の勤務成績に応じて支給
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されるものであるところ，本件大学の専任教員が，授

業を担当するのみならず，大学運営に関する幅広い業

務を行い，これらの業務に伴う責任を負う立場にある

こと等からすると，Ｙ法人において，本件大学の専任

教員のみに対して賞与および年度末手当を支給するこ

とが不合理であると評価することはできないとされた

例（学校法人中央学院〔非常勤講師〕事件・東京地裁

令元.5.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1211-59

内容：労契法20条 家族手当および住宅手当は，①従

業員に対する福利厚生および生活保障の趣旨で支給さ

れるものであり，授業を担当するのみならず，大学運

営に関する幅広い業務を行い，これらの業務に伴う責

任を負う立場にある本件大学の専任教員としてふさわ

しい人材を安定的に確保するために，専任教員につい

て福利厚生の面で手厚い処遇をすることに合理性がな

いとはいえないこと，②本件大学の専任教員が原則と

して兼業が禁止され，その収入をＹ法人から受ける賃

金に依存せざるを得ないことからすると，Ｙ法人にお

いて，本件大学の専任教員のみに対して，家族手当お

よび住宅手当を支給することが不合理であると評価す

ることはできないとされた例（学校法人中央学院〔非

常勤講師〕事件・東京地裁令元.5.30判決)㌀㌀㌀㌀1211-59

内容：労契法20条 本件大学の非常勤講師である原告

Ｘと専任教員の賃金に関する労働条件は，労契法20条

に規定する期間の定めがあることにより相違している

場合に当たるとされた例（学校法人中央学院〔非常勤

講師〕事件・東京地裁令元.5.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1211-59

内容：労契法20条 被告Ｙ法人において，無期契約職

員は，産前�週間・産後�週間の出産休暇を付与され，

休暇期間中に出産手当金として通常の給与を支給され

る一方で，有期契約職員は，産前�週間・産後�週間

の出産休暇を付与され，休暇期間中は無給とされてい

る（ただし，健康保険法上の出産手当金を受給できる）

ことについて，このような労働条件の相違は，有期契

約職員の出産休暇に関する労働条件について有期契約

職員を対象とする就業規則の規定が適用されることに

より生じており，労働契約に関する期間の定めの有無

に関連して生じたものといえるから，労働契約法20条

にいう期間の定めがあることによる労働条件の相違に

当たるとされた例（社会福祉法人青い鳥事件・横浜地

裁令2.2.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-38

内容：労契法20条 出産休暇に関する労働条件の相違

について，無期契約職員の職務内容，Ｙ法人における

女性職員の比率，出産休暇・出産手当金の内容に照ら

すと，当該制度の目的にはＹ法人の組織運営の担い手

となる職員の離職を防止して人材を確保するとの趣旨

が含まれており，その趣旨が合理性を欠くとは認めら

れず，また，労働条件の実質的な相違が基本的には�

週間の産前休暇期間および通常の給与額と健康保険法

上の出産手当金との差額部分に留まることも考慮する

と，当該相違は無期契約職員および有期契約職員の処

遇として均衡を欠くものとはいえないとして，労働契

約法20条にいう不合理性を否定された例（社会福祉法

人青い鳥事件・横浜地裁令2.2.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-38

内容：労契法20条 出産休暇に関する労働条件の相違

について，無期契約職員の離職防止を図りつつ有期契

約職員との労働条件の相違を生じさせないために，全

職員に対して出産休暇および出産手当金の付与・支給

を行うことも合理的な一方策であるが，出産休暇およ

び出産手当金の付与・支給はＹ法人の相応の経済的負

担を伴うものであって，出産休暇および出産手当金の

目的に照らし，これをいかなる範囲において行うかは

Ｙ法人の経営判断にもかかわる事項であるとされた例

（社会福祉法人青い鳥事件・横浜地裁令2.2.13判決)

……1222-38

内容 被告Ｙ社が作成した「雇用契約書兼労働条件通

知書」への原告Ｘの署名押印，Ｙ社の給与規定等から

Ｙ社は固定残業代制度を採用していることが認められ

ること，Ｘ採用前の面接時と雇用契約締結時の説明な

どの事情に照らして，固定残業代に関する合意があっ

たものと認められるとされた例（ザニドム事件・札幌

地裁苫小牧支部令2.3.11判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1226-44

内容 複数回の「雇用契約書兼労働条件通知書」への

署名押印，および従前と同様の条件でスポット的に勤

務する旨の退職時の合意から，その都度，ＸとＹ社は，

固定残業代の基本日給額と割増分日給額を変更する旨

の合意をしたものと認められるとされた例（ザニドム

事件・札幌地裁苫小牧支部令2.3.11判決)㌀㌀㌀㌀㌀1226-44

内容：労契法20条 労働条件の相違が労働契約法20条

にいう不合理と認められるものであるか否かを判断す

るに当たっては，当該賃金項目の趣旨を個別に考慮す

べきである（長澤運輸事件・最二小判平30.6.1労判

1179号34頁引用）とされた例（日本郵便ほか〔佐賀中

央郵便局〕事件・最高裁一小令2.10.15判決)㌀㌀㌀1229-5

内容：労契法20条 賃金以外の労働条件の相違につい

ても，個々の労働条件の趣旨を個別に考慮すべきもの

と解するのが相当であるとされた例（日本郵便ほか〔佐

賀中央郵便局〕事件・最高裁一小令2.10.15判決)

……1229-5

内容：労契法20条 郵便の業務を担当する時給制契約

社員は，契約期間が�か月以内とされるなど，繁忙期

に限定された短期間の勤務ではなく，業務の繁閑に関

わらない勤務が見込まれているのであって，夏期冬期

休暇を与える趣旨は，上記時給制契約社員にも妥当す

るというべきであり，郵便の業務を担当する正社員と

同業務を担当する時給制契約社員との間に労働契約法

2020年(令和�年)労働判例･命令年間総索引 (No.1211∼1230) 3



20条所定の職務の内容や当該職務の内容および配置の

変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること

等を考慮しても，両者の間に夏期冬期休暇にかかる労

働条件の相違があることは，不合理であると評価する

ことができるものといえるとして，上告人（二審被控

訴人兼附帯控訴人，一審被告）Ｙ�社の上告が棄却さ

れた例（日本郵便ほか〔佐賀中央郵便局〕事件・最高

裁一小令2.10.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1229-5

内容：労契法20条 外務業務手当・早出勤務等手当・

祝日給・夏期年末手当・作業能率評価手当・基本賃金・

通勤費について，労働契約法20条にいう不合理なもの

に当たらないとした二審判断が是認された例（日本郵

便ほか〔佐賀中央郵便局〕事件・最高裁一小令2.10.15

判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1229-5

内容：労契法20条 上告人・被上告人（一審被告）Ｙ

社において郵便の業務を担当する無期契約労働者であ

る正社員と有期契約労働者である時給制契約社員との

間に，労契法20条所定の職務の内容や当該職務の内容

および配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相

違があること等を考慮しても，最繁忙期に郵便業務に

従事する正社員に年末年始勤務手当を支給することと

した趣旨は，郵便の業務を担当する時給制契約社員に

も妥当するものであって，両者の間に年末年始勤務手

当にかかる労働条件の相違があることは労契法20条に

いう不合理と認められるものに当たると解するのが相

当であるとされた例（日本郵便〔時給制契約社員ら〕

事件・最高裁一小令2.10.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1229-58

内容：労契法20条 正社員と時給制契約社員との間に

労契法20条所定の職務の内容や当該職務の内容および

配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があ

ること等を考慮しても，私傷病による病気休暇の日数

につき相違を設けることはともかく，これを有給とす

るか無給とするかにつき労働条件の相違があること

は，労契法20条にいう不合理であると評価することが

できるものといえるとされた例（日本郵便〔時給制契

約社員ら〕事件・最高裁一小令2.10.15判決)

……1229-58

内容：労契法20条 時給制契約社員である被上告人・

上告人（一審原告）Ｘらは，夏期冬期休暇を与えられ

なかったことにより，所定の日数につき本来する必要

のなかった勤務をせざるを得なかったものといえるか

ら，上記勤務をしたことによる財産的損害を受けたも

のということができるとして，無給の休暇を取得した

などの事実の主張立証がないから夏期冬期休暇を与え

られないことによる損害が生じたとはいえないとした

二審の判断には不法行為に関する法令の解釈適用を

誤った違法があるとして，Ｘらの夏期冬期休暇にかか

る損害賠償請求に関する部分を破棄し高裁に差し戻し

た例（日本郵便〔時給制契約社員ら〕事件・最高裁一

小令2.10.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1229-58

内容：労契法20条 年末年始勤務手当は，その勤務の

特殊性から基本給に加えて支給される対価としての性

質を有し，また，正社員が従事した業務の内容やその

難度等にかかわらず，所定の期間において実際に勤務

したこと自体を支給要件とするものであり，その支給

金額も，実際に勤務した時期と時間に応じて一律であ

ることに照らせば，これを支給することとした趣旨は，

本件契約社員にも妥当するから，郵便業務を担当する

正社員と本件契約社員との間に年末年始勤務手当にか

かる労働条件の相違があることは，不合理であると評

価することができるとされた例（日本郵便〔非正規格

差〕事件・最高裁一小令2.10.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1229-67

内容：労契法20条 年始期間における勤務の代償とし

て祝日給を支給する趣旨は，本件契約社員にも妥当す

るというべきであるから，祝日給を正社員に支給する

一方で本件契約社員にはこれに対応する祝日割増賃金

を支給しないという労働条件の相違があることは，不

合理であると評価することができるとされた例（日本

郵便〔非正規格差〕事件・最高裁一小令2.10.15判決)

……1229-67

内容：労契法20条 扶養手当は，従業員の生活保障や

福利厚生を図り，扶養親族のある者の生活設計等を容

易にさせることを通じて，その継続的な雇用を確保す

るという目的によるものと考えられ，使用者の経営判

断として尊重し得るものと解されるところ，同手当の

目的に照らせば，正社員と本件契約社員との間に扶養

手当にかかる労働条件の相違があることは，不合理で

あると評価することができるとされた例（日本郵便〔非

正規格差〕事件・最高裁一小令2.10.15判決)

……1229-67

内容：労契法20条 上告人・被上告人（二審被控訴人，

一審被告）Ｙ法人は，正職員としての職務を遂行し得

る人材の確保やその定着を図るなどの目的から，正職

員に対して賞与を支給することとしたものといえると

された例（学校法人大阪医科薬科大学〔旧大阪医科大

学〕事件・最高裁三小令2.10.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1229-77

内容：労契法20条 被上告人・上告人（二審控訴人，

一審原告）Ｘにより比較の対象とされた教室事務員で

ある正職員とアルバイト職員であるＸの業務の内容は

共通する部分はあるものの，両者の職務の内容に一定

の相違があったことは否定できず，また両者の職務の

内容および配置の変更の範囲に一定の相違があったこ

とも否定できないとされた例（学校法人大阪医科薬科

大学〔旧大阪医科大学〕事件・最高裁三小令2.10.13判

決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1229-77

内容：労契法20条 教室事務員である正職員が他の大
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多数の正職員と職務の内容および変更の範囲を異にす

るに至ったことについては，教室事務員の業務の内容

やＹ法人が行ってきた人員配置の見直し等に起因する

事情が存在したものといえ，また，アルバイト職員に

ついては，契約職員および正職員へ段階的に職種を変

更するための試験による登用制度が設けられていたも

のであり，これらの事情については，教室事務員であ

る正職員とＸとの労働条件の相違が不合理と認められ

るものであるか否かを判断するに当たり，労契法20条

所定の「その他の事情」として考慮するのが相当であ

るとされた例（学校法人大阪医科薬科大学〔旧大阪医

科大学〕事件・最高裁三小令2.10.13判決)㌀㌀㌀㌀1229-77

内容：労契法20条 教室事務員である正職員に対して

賞与を支給する一方で，アルバイト職員であるＸに対

してこれを支給しないという労働条件の相違は，労契

法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと

解するのが相当であるとされた例（学校法人大阪医科

薬科大学〔旧大阪医科大学〕事件・最高裁三小令2.10.13

判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1229-77

内容：労契法20条 無期契約労働者に対して退職金を

支給する一方で，有期契約労働者である契約社員Ｂに

対して退職金を支給しないという労働条件の相違が，

改正前の労契法20条にいう不合理と認められるものに

当たらないとされ，契約社員Ｂである被上告人兼上告

人（二審控訴人兼被控訴人，一審原告）Ｘらに正社員

の退職金の基準の�分の�の範囲で不法行為に基づく

損害賠償を認めた二審判決が破棄された例（メトロコ

マース事件・最高裁三小令2.10.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1229-90

内容：労契法20条 有期契約労働者と無期契約労働者

の間の労働条件の相違が退職金の支給にかかるもので

ある場合，その判断に当たっては，当該使用者におけ

る退職金の性質やこれを支給することとされた目的を

踏まえて労契法20条所定の諸事情を考慮することによ

り，当該労働条件の相違が不合理と評価することがで

きるものであるか否かを検討すべきものであるとされ

た例（メトロコマース事件・最高裁三小令2.10.13判決)

……1229-90

内容：労契法20条 上告から排除されたことにより，

住宅手当，褒賞，早出残業手当の相違については，労

契法20条にいう不合理なものであるとした二審判決が

確定し，同じく上告から排除されたことにより，本給

および資格手当の相違，賞与の相違については同条に

いう不合理なものとは認められないとしてＸらの請求

を棄却した二審判決が確定された例（メトロコマース

事件・最高裁三小令2.10.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1229-90

内容：労契法20条 被告Ｙ�社における通勤手当は，

通勤に要する交通費を補填する趣旨で支給されるもの

と認められるところ，労働契約に期間の定めがあるか

否かによって通勤に要する費用が異なるものではな

く，また，職務の内容および配置の変更の範囲が異な

ることは，通勤に要する費用の多寡とは直接関連する

ものではないことから，Ｙ�社における，正社員とア

ルバイトである原告Ｘ�との間における通勤手当にか

かる労働条件の相違は，労働契約法20条にいう不合理

と認められるものに当たると解するのが相当であると

された例（アートコーポレーションほか事件・横浜地

裁令2.6.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1230-36

その他：内容 出来高払制が本件就業規則等よりも被

控訴人（一審原告）Ｘらに有利なものであることを認

めるに足りる証拠はないうえに，本件賃金規程の割増

率は出来高払制よりも労働者に有利なものであるか

ら，仮に控訴人（一審被告）Ｙ�社らが主張するような

本件就業規則等と異なる労働条件の合意があったとし

ても，就業規則の最低基準効に反して無効といわざる

を得ないのであって，Ｘらの賃金は日給月給制である

から，割増賃金の算定基礎は労基規則19条�項�号に

基づいて算定されるとした一審判決が維持された例

（大島産業ほか〔第�〕事件・福岡高裁令元.6.27判決)

……1212-5

その他：実習計画外の作業 一審原告Ｘ�の大葉巻き

作業は，形式的には，�束�円の請負契約として合意

されたものであるが，作業内容がＸ�雇用契約におい

て作業内容とされていた大葉の摘み取りと密接に関連

しており，Ｘ�が大葉巻き作業をするに当たり諾否の

自由が事実上制限された状態にあったものであって，

作業時間についての裁量性も乏しいものであるなどの

事情を考慮すれば，一審被告Ｙ�の指揮監督下で行わ

れた作業であるというべきであって，Ｘ�雇用契約と

は別の請負契約によるものではなく，Ｘ�雇用契約に

基づいてされたものと認めるのが相当であるとされた

例（協同組合つばさほか事件・東京高裁令元.5.8判決)

……1216-52

賃金・一時金・退職金

未払賃金：自宅待機期間中の賃金 自宅待機中の賃金

の一部減額について，管理職手当はその地位に応じて

支払われる賃金であるから支給義務があるが，通勤手

当は交通費の実額補てんであるから支給義務がないと

された例（アルバック販売事件・神戸地裁姫路支部平

31.3.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1211-81

未払賃金 賃金全額払いの原則（労基法24条）の例外

となる合意が有効であると認められるためには，労働

者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足り

る合理的な理由が客観的に存在することが必要となる

とした一審判決が維持された例（大島産業ほか〔第�〕
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事件・福岡高裁令元.6.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1212-5

未払賃金 原告Ｘらの未払賃金（ただし，割増賃金を

除く）を認めることはできないとされた例（カキウチ

商事事件・神戸地裁令元.12.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1218-5

未払賃金 最低賃金額を下回る賃金額は，その部分に

ついて無効であり，その場合，無効となった部分は，

最低賃金と同様の定めをしたものとみなされるとし

て，最低賃金額を賃金単価として原告Ｘらの総労働時

間の賃金を算出し，被告Ｙ社から支払われた報酬を控

除して賃金未払い額を算出するとされた例（イヤシス

事件・大阪地裁令元.10.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1218-80

賃金減額 原告Ｘが，自由な意思に基づき本件各給与

減額に対し同意したと認めるに足りる合理的な理由が

客観的に存在していたとは認められず，本件各給与減

額に対してＸの同意があったとはいえないとされた例

（木の花ホームほか�社事件・宇都宮地裁令2.2.19判

決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1225-57

労務不提供と賃金 少なくとも平成28年10月11日時点

では，被告Ｙ社は，労働条件の不利益変更に関する同

意書に署名しない限り原告Ｘの就労を受け入れないと

の態度を示していたものと評価できるから，Ｘの不就

労について，Ｙ社には責めに帰すべき事由があるとい

え，この間，休職前の賃金である月額35万1600円の割

合による賃金の支払いを請求することができるとされ

た例（一心屋事件・東京地裁平30.7.27判決)

……1213-72

労務不提供と賃金 平成27年�月17日の本件解雇撤回

通知以後，甲事件（本訴）被告兼乙事件（反訴）原告

兼丙事件（反訴）被告乙山が復職しないことについて

は，うつ病等を原因とするものとは認められず，その

他甲事件（本訴）原告兼乙事件（反訴）被告会社ない

し乙事件被告兼丙事件（反訴）原告甲野の行為を原因

として復職が妨げられていることも認められず，乙山

が復職しないのは，乙山自身の都合によるものである

と認められ，乙山が同月18日から原職復帰して稼働す

るまでの間の賃金請求権は認められないとされた例

（豊榮建設従業員事件・大津地裁彦根支部令元.11.29

判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1218-17

割増賃金 基本給に深夜労働等の割増賃金が含まれる

と認めるには，通常の労働時間の賃金に当たる部分と

深夜等の割増賃金に当たる部分とが判別できることが

必要になるとして，深夜割増賃金の支払いを命じた一

審判決が維持された例（大島産業ほか〔第�〕事件・

福岡高裁令元.6.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1212-5

割増賃金 使用者が，労働者に対し，時間外労働等の

対価として労基法37条の定める割増賃金を支払ったと

することができるか否かを判断するには，労働契約に

おける賃金の定めにつき，それが通常の労働時間の賃

金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分

とに判別することができるか否かを検討したうえで，

そのような判別をすることができる場合に，割増賃金

として支払われた金額が，通常の労働時間の賃金に相

当する部分の金額を基礎として，労基法37条等に定め

られた方法により算定した割増賃金の額を下回らない

か否かを検討すべきであり（高知県観光事件・最二小

判平6.6.13労判653号12頁，テックジャパン事件・最一

小判平24.3.8労判1060号�頁参照），上記割増賃金と

して支払われた金額が労基法37条等に定められた方法

により算定した割増賃金の額を下回るときは，使用者

がその差額を労働者に支払う義務を負うというべきで

ある（国際自動車事件・最三小判平29.2.28労判1152号

�頁参照）とされた例（洛陽交運事件・大阪高裁平31.

4.11判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1212-24

割増賃金 雇用契約においてある手当が時間外労働等

に対する対価として支払われるものとされているか否

かは，雇用契約にかかる契約書等の記載内容のほか，

具体的事案に応じ，使用者の労働者に対する当該手当

や割増賃金に関する説明の内容，労働者の実際の労働

時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断すべきで

ある（日本ケミカル事件・最一小判平30.7.19労判1186

号�頁参照）とされた例（洛陽交運事件・大阪高裁平

31.4.11判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1212-24

割増賃金 時間外勤務手当等につき，法定計算による

金額が「基準外手当Ⅰ」および「基準外手当Ⅱ」の合

計額を下回る時にのみ基準外手当Ⅰ・Ⅱを支給する定

めについて，基準外手当Ⅰ・Ⅱの支払いをもって労基

法37条所定の時間外・深夜割増賃金の支払いと認める

ことはできず，その全額が割増賃金の算定基礎となる

というべきであるとされた例（洛陽交運事件・大阪高

裁平31.4.11判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1212-24

割増賃金 Ｂ期間における「基準外�」および「基準

外�」について，「その他手当」が支払われない場合に

は，基準外等手当は割増賃金の算定基礎となると認め

るのが相当であるとした一審判断を変更し，「その他

手当」の支払いの有無で区別することなく，Ｂ期間に

おける基準外�・�は，いずれも通常の労働時間の賃

金として，割増賃金の基礎となる賃金に当たるとされ

た例（洛陽交運事件・大阪高裁平31.4.11判決)

……1212-24

割増賃金：固定残業代 被告Ｙ社の職務手当の中に，

固定残業代のほかに，能力に対する対価も混在してお

り，固定残業代部分と能力に対する対価部分とが明確

に区分されているということができないから，職務手

当の支払いをもって労働基準法37条の定める割増賃金

の支払いとしての効力は認められず，割増賃金の算定

基礎から除外することはできないとされた例（狩野
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ジャパン事件・長崎地裁大村支部令元.9.26判決)

……1217-56

割増賃金 被告Ｙ社が平成28年�月にハローワークに

申し込んだ求人票には「基本給13万円∼15万円，基本

給＋精務給＋各種手当で35万円∼」と記載されており，

入社前の面接の際，Ｙ社代表者および同取締役が，基

本給のみで35万円との説明をすることはにわかには考

えがたいこと，原告Ｘらは，Ｙ社入社前，Ｙ社と同業

の訴外会社に勤務し，運送会社の賃金体系を把握して

おり，原告Ｘ�も，基本給が月額35万円ではなく，手取

りで月額35万円と認識していた旨を供述し，時間外手

当等を含めないと月額35万円に届かないことを認識し

ていたことからすると，Ｘらが基本給月額35万円であ

ると認識していたものと認めることはできないとされ

た例（カキウチ商事事件・神戸地裁令元.12.18判決)

……1218-5

割増賃金 Ｘ�については，�時間当たりの単価に，

時間外・深夜労働時間を乗じ，所定の割増率で計算す

ると，割増賃金は合計38万6123円となり，原告Ｘ�に

ついては，�時間当たりの単価に，時間外・深夜労働

時間を乗じ，所定の割増率で計算すると，割増賃金は

合計17万8840円となるとされた例（カキウチ商事事

件・神戸地裁令元.12.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1218-5

割増賃金 労基法37条は，同条等に定められた方法に

より算定された額を下回らない額の割増賃金を支払う

ことを義務付けるにとどまるものと解され，使用者が，

労働契約に基づき，同条等に定められた方法以外の方

法により算定される手当を時間外労働等に対する対価

として支払うこと自体が直ちに同条に反するものでは

ないとされた例（国際自動車〔第二次上告審〕事件・

最高裁一小令2.3.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1220-5

割増賃金 割増賃金として支払われた金額が，労基法

37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額

を下回らないか否かを検討する前提として，労働契約

における賃金の定めにつき，通常の労働時間の賃金に

当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを

判別することができることが必要であるとされた例

（国際自動車〔第二次上告審〕事件・最高裁一小令2.

3.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1220-5

割増賃金 当該手当が時間外労働等の対価としての趣

旨で支払われるものとされているか否かは，当該労働

契約にかかる契約書等の記載内容のほか諸般の事情を

考慮して判断すべきであり，その判断に際しては，当

該手当の名称や算定方法だけでなく，労基法37条の趣

旨を踏まえ，当該労働契約の定める賃金体系全体にお

ける当該手当の位置付け等にも留意して検討しなけれ

ばならないというべきであるとされた例（国際自動車

〔第二次上告審〕事件・最高裁一小令2.3.30判決)

……1220-5

割増賃金 本件では，被上告人Ｙ社において割増金と

して支払われる賃金のうちどの部分が時間外労働等に

対する対価に当たるかは明らかでないから，本件賃金

規則における賃金の定めにつき，通常の労働時間の賃

金に当たる部分と労基法37条の定める割増賃金に当た

る部分とを判別することはできないとされた例（国際

自動車〔第二次上告審〕事件・最高裁一小令2.3.30判

決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1220-5

割増賃金 原審の判断には判決に影響を及ぼすことが

明らかな法令の違反があり，原判決は破棄を免れず，

Ｙ社が上告人Ｘらに対して支払うべき未払賃金の額等

について，さらに審理を尽くさせるため，本件を原審

に差し戻すこととするとされた例（国際自動車〔第二

次上告審〕事件・最高裁一小令2.3.30判決)㌀㌀㌀㌀1220-5

割増賃金 国際自動車（第二次上告審）事件と同様の

判示がなされた例（国際自動車〔第�・上告審〕事件・

最高裁一小令2.3.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1220-15

割増賃金 国際自動車（第二次上告審）事件と同様の

判示がなされた例（国際自動車�社〔新宿・城北〕事

件・最高裁一小令2.3.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1220-19

割増賃金：固定残業代 原告Ｘに支給されていた業務

手当について，被告Ｙ社があらかじめ残業代の支払い

に充てる趣旨で支給していた固定残業代であったと認

めることはできないとされた例（豊和事件・大阪地裁

令2.3.4判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-6

割増賃金 労基法37条�項により割増賃金の基礎から

除外される通勤費は，労働者の通勤距離または通勤に

要する実際費用に応じて算定される手当と解され，実

際の通勤距離や通勤に要する実際費用に応じて定めら

れたものと認められない場合は，労基法37条�項の通

勤手当に当たるとは認められないとして，通勤手当を

除外賃金とした一審判断が変更された例（サン・サー

ビス事件・名古屋高裁令2.2.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1224-42

割増賃金 雇用契約においてある手当が時間外労働等

に対する対価として支払われるものとされているか否

かは，雇用契約にかかる契約書等の記載内容のほか，

具体的事案に応じ，使用者の労働者に対する当該手当

や割増賃金に関する説明の内容，労働者の実際の労働

時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断すべきで

あるとされた例（サン・サービス事件・名古屋高裁令

2.2.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1224-42

割増賃金 被控訴人兼控訴人（一審被告）Ｙ社が勤務

時間管理を適切に行っていなかったこと，仮に「職務

手当」を固定残業代とみた場合に相当する時間数と実

際の時間外労働等とが大きく乖離していること，事業

場で36協定が締結されておらず，時間外労働等を命ず

る根拠を欠いていたこと等に鑑み，「職務手当」は固定
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残業代と認められず，割増賃金の基礎となる賃金から

除外されないとして，職務手当を除外賃金とした一審

判断が変更された例（サン・サービス事件・名古屋高

裁令2.2.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1224-42

割増賃金：固定残業代 本件固定残業代の定めとＸの

実際の時間外労働時間数は固定残業代としての性質に

疑義を生じさせるほど大きくかい離しないものの，平

均すると約50時間のかい離が生じており，Ｘは�か月

平均80時間を超える時間外労働等を行っても，清算な

しに約131時間分の割増賃金を取得することが可能と

なるため，常軌を逸した長時間労働が恒常的に行われ

得ること等からすると，実際には，長時間の時間外労

働を恒常的に行わせることを予定しないことを示す特

段の事情も認められないのであり，職務手当を�か月

131時間14分相当の時間外労働等に対する賃金とする

本件固定残業代の定めは，公序良俗に違反し無効とさ

れた例（木の花ホームほか�社事件・宇都宮地裁令2.

2.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1225-57

割増賃金 面接時に被告Ｙ社の人事係担当者とマネー

ジャーが，原告Ｘの給与体系が日給制であり，日給の

なかには基本給と固定残業代部分が含まれることなど

を説明し，Ｘが基本日給と割増分日給が明記された「雇

用契約書兼労働条件通知書」に複数回署名押印してい

ることを指摘して，形式的にも実質的にも基本給部分

と固定残業代部分が明確に区分されていないとはいえ

ないとされた例（ザニドム事件・札幌地裁苫小牧支部

令2.3.11判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1226-44

割増賃金 製造部長としての原告Ｘについても，いわ

ゆる管理監督者（労基法41条�号参照）に該当すると

いうべきであるとして，Ｘの割増賃金請求が棄却され

た例（加賀金属事件・大阪地裁令2.1.24判決)

……1266-84

退職金 Ｘの退職金請求について，取締役就任後の期

間を勤続年数に算入して退職金の支払請求（1096万

2000円）が認められた例（加賀金属事件・大阪地裁令

2.1.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1226-84

解雇と賃金 被控訴人（一審原告）Ｘらは，無効であ

る解雇の意思表示があった後の期間中の賃金請求権を

失うことはないとされた例（みんなで伊勢を良くし本

気で日本と世界を変える人達が集まる事件・名古屋高

裁令元.10.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-71

再雇用と賃金 再雇用後の給与面での待遇について

は，定年年齢時の俸給は少なくとも支給され，雇用期

間については，原告Ｘが満68歳に達する年の年度末ま

でになるものと解されるとされた例（学校法人南山学

園〔南山大学〕事件・名古屋地裁令元.7.30判決)

……1213-18

その他：付加金 被告Ｙ社の割増賃金の未払いは悪質

であるとして，全額分の付加金（95万9,599円）の支払

いが命じられた例（ロピア事件・横浜地裁令元.10.10

判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1216-5

その他：付加金 被告Ｙ社は全体として労基法軽視の

態度が著しく，賃金未払いは悪質であるといわざるを

得ないとして，付加金の支払いが命じられた例（しん

わコンビ事件・横浜地裁令元.6.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1216-38

その他：付加金 法内残業に対する賃金の未払いは，

付加金の支払いにかかる労働基準法114条の要件に該

当しないとされた例（狩野ジャパン事件・長崎地裁大

村支部令元.9.26判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1217-56

その他：保険料控除 原告Ｘ�にかかる健康保険料等

の控除について，本来控除すべき金額との差額分につ

いてＹ社がＸ�に対する未払賃金として支払義務を負

うとされた例（しんわコンビ事件・横浜地裁令元.6.27

判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1216-38

その他：試用期間中の賃金 原告Ｘらの労働契約にお

いて，少なくとも平成28年�月�日までは試用期間で

あり，試用期間中は日給9000円であったとされた例（カ

キウチ商事事件・神戸地裁令元.12.18判決)㌀㌀㌀㌀1218-5

労働時間・休日・休暇

労働時間 労働基準法32条の労働時間とは，労働者が

使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい，不活

動仮眠時間が上記労働時間に該当するか否かは，不活

動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれてい

たものと評価することができるか否かにより客観的に

定まるというべきであるところ，当該時間において労

働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価さ

れる場合には，労働からの解放が保障されているとは

いえず，労働者は使用者の指揮命令下に置かれている

というのが相当であるとした一審判断が維持された例

（カミコウバス事件・東京高裁平30.8.29判決)

……1213-60

労働時間 控訴人（一審原告）Ｘらは交代運転手とし

て乗車していた間に労働契約上の役務の提供を義務付

けられていたとは認められず，使用者の指揮命令下に

置かれていたと評価するに足りないとした一審判断が

維持された例（カミコウバス事件・東京高裁平30.8.29

判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1213-60

労働時間 交代運転手としてバスに乗っている時間は

労働時間には当たらないとされた例（カミコウバス事

件・東京高裁平30.8.29判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1213-60

労働時間 被控訴人（一審被告）Ｙ社において，交代

運転手は，不活動仮眠時間において労働から離れるこ

とが保障されており，Ｙ社が休憩や仮眠を指示したこ

とによって，労働契約上の役務の提供が義務付けられ
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たとはいえないから，亡Ｋおよび控訴人（一審原告）

Ｘ�が不活動仮眠時間においてＹ社の指揮命令下に置

かれていたものと評価することはできないとされた例

（カミコウバス事件・東京高裁平30.8.29判決)

……1213-60

労働時間 交代運転手の休憩する場所がバス車内に限

られ，制服の着用を義務付けられていたことをもって，

労働契約上の役務の提供が義務付けられていたという

ことはできないとされた例（カミコウバス事件・東京

高裁平30.8.29判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1213-60

労働時間 原告Ｘらと被告Ｙ社との間で締結された本

件労働契約は，いずれも�日�時間，週�日勤務に対

してその給与を月給制で支払うことを内容とするが，

これは週48時間の勤務を所定労働時間とする点で，労

基法32条�項に違反することが明らかであるところ，

本件労働契約の内容は，労基法13条，32条�項により，

�週間当たりの所定労働時間を48時間と定める部分が

無効となり，これが40時間（�日�時間，週�日勤務）

へと修正され，Ｙ社がＸらに支払った月給は，上記の

とおり労基法に従って修正された所定労働時間に対す

る対価として支払われたものと解するのが相当である

とされた例（しんわコンビ事件・横浜地裁令元.6.27判

決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1216-38

労働時間 基礎時給の算定方法に関し，本件労働契約

における年間所定労働日数は，週�日勤務であること

を前提に309日とされていたところ，労基法により�

週間当たりの所定労働時間が48時間から40時間に修正

される結果，週当たりの所定労働日数は�日と修正さ

れるため，309日から52日（365日÷�）を差し引いた

257日が年間所定労働日数となるとされた例（しんわ

コンビ事件・横浜地裁令元.6.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1216-38

労働時間：帰庫後の事務作業 配車係を兼務していた

被控訴人兼控訴人（一審原告）Ｘにつき，休憩時間と

された時間に携帯電話で配車連絡に対応することが求

められていたため労働から解放されておらず労働時間

に当たり，帰庫後平均�時間は業務に従事していたと

認められるとして，割増賃金の支払いが命じられた例

（コーダ・ジャパン事件・東京高裁平31.3.14判決)

……1218-49

労働時間 控訴人兼被控訴人（一審原告）Ｘは，料理

長としての仕事のみならず，ホテルのフロント業務の

一部や客の送迎をも行っていたこと，従業員の休憩施

設がないことなどに照らすと，Ｘが調理等に従事して

いない時間があったとしても，それは勤務から完全に

解放された休憩時間ではなく，手待ち時間とみるのが

相当であって，労働時間に含まれると認定するのが相

当であるとされた例（サン・サービス事件・名古屋高

裁令2.2.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1224-42

労働時間 少なくとも部下が上司とともに移動する形

態での出張については，移動中も部下は心理的，物理

的に一定の緊張を強いられることが通常であって，心

身への負荷がかかるから，移動時間も労働時間として

算入するのが相当であるとされた例（池一菜果園ほか

事件・高知地裁令2.2.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1225-25

労働時間 車両日程表は，業務内容，業務時間等の予

定が記載された書面であるのに対し，運転日報は，原

告Ｘが，実際に行った業務内容，業務時間等を自ら記

載して被告Ｙ社に提出していた書面であるから，運転

日報に基づきＸの実労働時間を算定するのが相当であ

るとされた例（ザニドム事件・札幌地裁苫小牧支部令

2.3.11判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1226-44

労働時間 運転業務の待ち時間について，請求期間中，

20回程度突発的に運転業務以外の業務に従事したから

といって，そのことから直ちに，運転業務の待ち時間

のすべてについてＹ社の指揮監督下にあったと推認す

ることは困難であり，突発的な業務が発生したときに

休憩中のドライバーは依頼を断ることができ，休憩時

間は何をしてもよい時間で外出してもよく，Ｘも車内

でテレビを見ることやマネージャーに告げたうえで外

出することもあったという事情から，Ｘが，休憩時間

中もＹ社の指揮監督下にあったものとは認めるに足り

ないとされた例（ザニドム事件・札幌地裁苫小牧支部

令2.3.11判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1226-44

労働時間 点検業務と車内清掃業務について，労働時

間の算定をするに当たり考慮することが相当であると

された例（ザニドム事件・札幌地裁苫小牧支部令2.3.

11判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1226-44

労働時間：更衣・朝礼時間 被告Ｙ�社においては，制

服を着用することが義務付けられ，朝礼の前に着替え

を済ませることになっていたところ，その時間および

朝礼の時間以降は，Ｙ�社の指揮命令下に置かれたも

のと評価することができ，これに要する時間は，それ

が社会通念上相当と認められる限り，労働基準法上の

労働時間に該当するというべきであるとされた例

（アートコーポレーションほか事件・横浜地裁令2.6.

25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1230-36

年休：計画年休 法定外の年次有給休暇について使用

者が時季指定して付与することができるとしても，被

控訴人（一審被告）Ｙ社において，法定の年次有給休

暇を計画付与するための適法な労使協定が存在してい

たといえないから，法定の年次有給休暇と法定外の有

給休暇を区別せず使用者が時季指定するＹ社の就業規

則の定めは，使用者による時季指定に関する部分が全

体として無効になるとされた例（シェーンコーポレー

ション事件・東京高裁令元.10.9判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1213-5

その他：法定休日 法定休日の事前の特定は労働基準
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法上要求されておらず，本件労働契約において法定休

日が日曜日であると特定されている形跡もないとして

も，暦週における唯一の所定休日である場合，当該日

曜日は法定休日に該当するとされた例（狩野ジャパン

事件・長崎地裁大村支部令元.9.26判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1217-56

人 事・労 務

配転 退職勧奨を拒否した甲・乙事件原告Ｘに対する

転居を伴う配転命令について，業務上の必要性が認め

られるところ，不当な動機・目的でなされ，または通

常甘受すべき程度を著しく超える不利益を与えるもの

とは認められないとして，有効とされた例（アルバッ

ク販売事件・神戸地裁姫路支部平31.3.18判決)

……1211-81

配転 上告が棄却され，配転・降格の違法性が否定さ

れた例（一般財団法人あんしん財団事件・最高裁三小

令2.3.10決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1220-133(リ)

配転 被告Ｙ学園の財務の学納金区分の職務（勤務場

所は本件学校敷地内事務室）に従事していた事務職員

である原告Ｘに対する，総務の施設区分である施設お

よび設備の保守・点検・補修業務および構内清掃等の

用務員業務（勤務場所は本件学校敷地内営繕室)への

配転命令には，業務上の必要性が認められ，不当な動

機・目的をもってされたものということはできず，Ｘ

に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負

わせるものとはいえないから，権利の濫用に当たらな

いとされた例（学校法人日本学園事件・東京地裁令2.

2.26判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-28

配転 Ｙ学園営繕部で勤務する労働契約上の義務のな

いことを求めるＸの請求が退けられた例（学校法人日

本学園事件・東京地裁令2.2.26判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-28

配転：転任 乙事件被告Ｙ寺院は，甲事件被告・乙事

件原告Ｘらが本件転任命令に反抗したことを破門事由

として主張するところ，本件転任命令には業務上の差

し迫った必要性がなく，かえって，Ｙ寺院は責任役員会

の意に沿わない行動を採るＸらへの報復人事として本

件転任命令をしたものと認められるため，同命令は権

利濫用に当たり無効であり，これをＸらが拒否したこ

とをもって破門事由と認めることはできないとされた

例（圓満院事件・大津地裁令元.10.3判決)㌀㌀㌀㌀㌀1222-87

配転 上告人（二審控訴人・一審被告）Ｙ社の就業規

則には，Ｙ社が業務の都合により職種を変え，あるい

は職場を異動させることがあり，会館社員は，正当な

理由がなければこれを拒むことができない，との定め

があるから，Ｙ社は配転命令権を有するとした二審判

決が維持された例（朝日建物管理事件・最高裁一小令

元.11.7判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1223-5

配転 本件配転命令について，その業務上の必要性を

基礎付ける事実があると認めることはできず，本件配

転命令は，業務上の必要性を欠くものであるから，権

利の濫用として，無効と解するのが相当とした二審判

決が維持された例（朝日建物管理事件・最高裁一小令

元.11.7判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1223-5

降格 人事権行使としての降格の有効性判断につき，

人事評価によって降格を行う契約上の根拠が認められ

る場合の降格は，使用者の人事評価権に基づくもので

ある限り，原則として使用者の裁量に委ねられるもの

の，著しく不合理な評価によって，労働者に大きな不

利益を与える場合には，人事権を濫用したものとして

無効になるとの判断枠組みが示された例（学校法人追

手門学院〔降格等〕事件・大阪地裁令元.6.12判決)

……1215-46

降格 人事評価の結果が�年連続で�段階中下から�

段階以下となった場合に，審議を経て降格が決定され

るとする職能等級規程のもとで，�年連続下から�段

階の評価となったことから�等級降格され職能給の本

俸月額が下がった大学専任事務職員である原告Ｘの降

格につき，各評価項目（重点業務，日常業務，職務遂

行能力，勤務態度）の達成度の評価が人事権を濫用し

たものであるとは認められず，それゆえ，それらの評

価に基づいてなされた降格も人事権を濫用したもので

はないとして，Ｘの請求が棄却された例（学校法人追

手門学院〔降格等〕事件・大阪地裁令元.6.12判決)

……1215-46

降格 平成26年�月から27年�月までの原告Ｘの勤務

状況について，Ｘの評価は最低のＥとなっているが，目

標設定自体がＸにとって達成困難なものであったこと

は被告Ｙ社も認めていること，ＸがＹ社の営業業務に

あまり慣れていなかったこと，介護事業の法人営業が，

Ｙ社において十分な実績が上がっておらず，これから

全社的に強化していこうという分野であったことから

すれば，わずか�年の実績でＸの適性を評価するのは

酷であるし，そもそもＸが必要とされるのは営業の管

理職として部下を指導するに当たっての営業の経験で

あって，営業の現場で実績を上げる能力とは必ずしも

一致せず，それがないからといって直ちに営業の管理

職として適性を欠くといえるものではないとされた例

(ニチイ学館事件・大阪地裁令2.2.27判決)㌀㌀㌀㌀1224-92

降格 本件降格は，Ｙ社の人事権を濫用するもので

あって無効であるとされた例（ニチイ学館事件・大阪

地裁令2.2.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1224-92

人事評価 使用者は，労働契約に基づき，事業を効率

的に遂行するための人事権を有し，その一内容として，

労働者の人事評価を行う権限を有するものであるか

ら，本件評価制度が就業規則の内容となっていなかっ
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たとしても，同評価制度により労働者を評価すること

が直ちに許されなくなるものではないとされた例（京

王電鉄ほか�社事件・東京地裁平30.9.20判決)

……1215-66

人事評価：ひげを生やしていることによる人事考課上

の不利益 本件身だしなみ基準は，一定の必要性お

よび合理性があることからすれば，身だしなみ基準の

制定それ自体が違法であるとまではいえないとされた

例（大阪市〔旧交通局職員ら〕事件・大阪高裁令元.9.

6判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1214-29

人事評価：ひげを生やしていることによる人事考課上

の不利益 本件各考課は，被控訴人・附帯控訴人（一

審原告）Ｘらがひげを生やしていることを主たる減点

評価の事情として考慮したものであるから，上記評価

は人事考課における使用者としての裁量権を逸脱・濫

用したものであって国賠法上違法であるとされた例

（大阪市〔旧交通局職員ら〕事件・大阪高裁令元.9.6

判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1214-29

昇格差別 原告ＸのＢ大学からの復帰に際し昇格させ

なかったこと，出向中に教育職で昇格したＸを復帰後

に行政職において昇格させなかったこと，Ｃ機構への

出向時の取扱い，ＸのＣ機構からの復帰に際し職務の

級を出向前と同じ級に定めたこと，教育職等を希望す

ることに基づき昇格させなかったこと，各出向先から

復帰した際に大臣官房付に採用されたこと，同期職員

との間の昇格の取扱いの差異，本件配置換えの理由，

本件配置換期間中のＸの人事評価，本件取消判定後の

人事評価について，いずれも不合理な差別があったも

のとは認められないとされた例（国・人事院〔文科省

職員〕事件・東京地裁平30.3.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1212-80

均等待遇：育休後の降格・配置変更・人事評価 原告

Ｘのジョブバンドは平成28年�月以降もそのままであ

り，Ｘが実際に復帰した際にはバンド35に相当する役

職に就くことが予定されていたこと，本件措置�−�

はジョブバンドの低下を伴わない措置であることから

すると，本件措置�−�および本件措置�−�は，均

等法	条�項および育介法10条所定の「不利益な取扱

い」に当たるということはできないとされた例（アメッ

クス〔降格等〕事件・東京地裁令元.11.13判決)

……1224-72

均等待遇：育休後の降格・配置変更・人事評価 本件

措置�は，Ｘの育児休業等の取得を理由としてされた

措置と認めることはできないから，均等法	条�項，

育介法10条所定の「不利益な取扱い」に当たるか否か

を検討するまでもなく，同法に反する措置ということ

はできないとされた例（アメックス〔降格等〕事件・

東京地裁令元.11.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1224-72

均等待遇：育休後の降格・配置変更・人事評価 本件

措置�および�は，被告Ｙ社の営業上の必要性等に照

らして，Ｘが被った不利益が極めて大きく，育児休業

等の取得に対する抑制力が過剰に強いということはで

きず，公序良俗に反しまたは人事権の濫用として違

法・無効であるとはいえないとされた例（アメックス

〔降格等〕事件・東京地裁令元.11.13判決）

……1224-72

再雇用 継続雇用制度その他の高年齢者雇用確保措置

においては，高年法	条�項の趣旨に反しない限り，

個々の事業主の実情に応じた多様かつ柔軟な措置が許

容されているものというべきであり，再雇用社員制度

にかかる労使交渉の経緯等も踏まえれば，再雇用社員

制度が継続雇用制度に当たらないということはできな

いとされた例（京王電鉄ほか�社事件・東京地裁平30.

9.20判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1215-66

再雇用 高年法	条�項は，事業主に対し高年齢者を

雇用する私法上の義務を負わせ，または同項に違反す

る労働契約を無効とするなどの私法的効力を有するも

のではなく，仮に継匠社員制度が高年法所定の継続雇

用制度に当たるとしても，これにより，被告Ｙらが原

告Ｘらを継匠社員として雇用する義務を負い，または

継匠社員制度選択要件が無効となるなどの効力が認め

られるものではなく，Ｘらが継匠社員として雇用され

るものと期待することについて合理的な理由等が基礎

付けられるということもできないとされた例（京王電

鉄ほか�社事件・東京地裁平30.9.20判決)㌀㌀㌀㌀1215-66

再雇用 継匠社員制度は，継匠社員制度選択要件を規

定しており，現に雇用している高年齢者のうち就業規

則に定める解雇事由または退職事由に該当する者を除

く希望者全員をその定年後も引き続いて雇用すること

を内容とするものではなく，かつ，継続雇用制度みな

し規定の適用を受ける場合にも当たらないのであっ

て，継匠社員制度は，継続雇用制度に当たるというこ

とはできないとされた例（京王電鉄ほか�社事件・東

京地裁平30.9.20判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1215-66

ハラスメント：パワハラ 原告Ｘに対して直接行われ

た被告Ｙ�の発言は，いずれも業務との関係でＸを指

導，叱責する中で行われたものであり，業務上の指導，

叱責の範囲を逸脱したものということはできないとさ

れた例（国立大学法人筑波大学ほか事件・宇都宮地裁

栃木支部平31.3.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1212-49

ハラスメント：パワハラ 被告Ｙ�による各発言や叱

責は，その回数および頻度が多く，継続的，執拗に行

われたものといえるところ，指導や叱責を行う必要性

に欠ける状況であったとは認められないことなどを考

慮してもなお，上記発言等は一体として，職務上の地

位または職場内の優位性を背景に，継続的にＸの人格

や名誉感情を侵害し，過重な精神的負担を与える言動

2020年(令和�年)労働判例･命令年間総索引 (No.1211∼1230) 11



であったといえ，社会通念上許容される限度を超えた，

違法なパワハラ行為に当たるものであったというべき

であるとされた例（国立大学法人筑波大学ほか事件・

宇都宮地裁栃木支部平31.3.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1212-49

ハラスメント：パワハラ Ｙ�のＸに対するパワハラ

行為は，国立大学法人と民法上の雇用関係にある職員

間の指揮監督および安全管理作用上の行為であって，

教育研究活動等の国立大学法人の業務上の行為（国立

大学法人法22条�項）に当たるものではなく，任用関

係にある公務員間における指揮監督または安全管理作

用上の行為ともいえないことからすれば，純然たる私

経済作用であるというべきであり，Ｙ�の違法行為は，

国賠法�条�項の「公権力の行使」に当たらないとさ

れた例（国立大学法人筑波大学ほか事件・宇都宮地裁

栃木支部平31.3.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1212-49

ハラスメント：マタハラ 本件合意には，被控訴人兼

控訴人（一審甲事件本訴原告・反訴被告，乙事件被告）

Ｘの自由な意思に基づいてしたものと認めるに足りる

合理的な理由が客観的に存在するものといえるので，

本件合意は，均等法	条や育介法10条の「不利益な取

扱い」には当たらないとした一審判断が維持された例

（ジャパンビジネスラボ事件・東京高裁令元.11.28判

決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1215-5

ハラスメント：マタハラ 本件合意に至る経緯，控訴

人兼被控訴人（一審甲事件本訴被告・反訴原告，乙事

件原告)Ｙ社による雇用形態等の説明に照らし，本件

合意は，Ｘの自由な意思に基づいてされたものと認め

る合理的な理由が客観的に存在するとした一審判断が

維持された例（ジャパンビジネスラボ事件・東京高裁

令元.11.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1215-5

ハラスメント：マタハラ 本件合意には錯誤はないと

した一審判断が維持された例（ジャパンビジネスラボ

事件・東京高裁令元.11.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1215-5

ハラスメント 会社内部における企画・運営について

の自己の意見・不満を外部にぶちまけるかの内容の

メールを送付した控訴人（一審原告）Ｘに対し，直ち

に従前の担当を停止し，難易度が著しく低い単純作業

（マーシャリング作業）を担当させる業務指示につき，

問題行為の性質上，従前の担当業務を担当させられな

い場合において，業務軽減の必要性のない他の従業員

の担当業務の一部を担当させたとしても，その一事を

もって懲罰目的であるとか，パワーハラスメントに該

当するとかいうには無理があり，また，Ｘに組織の基

本を体得させるという業務上の必要性があり，十分な

反省と改善がみられるまで外部との接触のない業務を

行わせることは，やむを得ない措置であったとされた

例（東芝総合人材開発事件・東京高裁令元.10.2判決)

……1219-21

ハラスメント：セクハラ 行為者Ｂによる各行為は，

セクシュアルハラスメントと評価されるべきとしたう

えで，これらの行為は約�か月間の間に連続して行わ

れたもので，繰り返される出来事として一体のものと

して評価すべきだから，一体として，「胸や腰等の身体

接触を含むセクシュアルハラスメント」と評価すべき

などとされた例（国・札幌東労基署長〔紀文フレッシュ

システム〕事件・札幌地裁令2.3.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀1221-29

ハラスメント：セクハラ 雇用契約上，Ｂが被行為者

原告Ｘに対し優越的な立場にあったということは，Ｘ

の心理的負荷を強める要素として評価すべきことにな

るとされた例（国・札幌東労基署長〔紀文フレッシュ

システム〕事件・札幌地裁令2.3.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀1221-29

ハラスメント：マタハラ 均等法11条の�および育介

法25条所定のいわゆるマタハラ防止措置義務は，相談

や対応体制の整備などを中心とする内容のもので，国

が事業者に対して課した公法上の義務にすぎず，労働

者と使用者との法律関係を直接規律するものではない

から，これら規定をもって直ちにその内容に対応する

私法上の義務が被告Ｙ社と原告Ｘの間に生じるとはい

えないとされた例（アメックス〔降格等〕事件・東京

地裁令元.11.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1224-72

ハラスメント：マタハラ マタハラ防止措置義務にか

かる各規定の存在は私法上の注意義務発生の根拠とし

て考慮すべき一つの要素とはなろうが，上記私法上の

注意義務を措定するについては，当該具体的事案に照

らして，発生した権利ないし法益侵害の内容や程度，

使用者の結果に対する予見可能性を前提としたうえで

の結果回避可能性などを総合的に勘案して検討すべき

であるとされた例（アメックス〔降格等〕事件・東京

地裁令元.11.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1224-72

ハラスメント：マタハラ 均等法	条�項または育介

法10条等に反する違法な行為の存在自体が認められな

いから，それらが存在することを前提として，その発

生を防止すべき注意義務の違反を観念することもでき

ず，同注意義務違反を根拠とする債務不履行または不

法行為責任をＹ社が負うこともないというべきである

とされた例（アメックス〔降格等〕事件・東京地裁令

元.11.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1224-72

ハラスメント：叱責 誤信に基づく被告Ｙ�の言動は，

指導としての必要性を欠いており，その内容の激しさ

からして，責任感が強く真面目な性格であった亡Ｋに

おいて，許可を得ていたはずの休暇を返上せざるを得

なくなったのは自然な流れであって，誤解に基づく叱

責が不当であることはもとより，従業員に休暇を撤回

させる効果を事実上有していたことに鑑みれば，客観

的にみて極めて理不尽なものであったといわざるを得

ず，これに加えて，自身と比較してＫのほうが優遇さ
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れているといった趣旨の発言を強い口調で行ったこと

も加味すれば，明らかに指導の範疇を超えるもので

あったというべきであるとされた例（池一菜果園ほか

事件・高知地裁令2.2.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1225-25

ハラスメント：パワハラ 民法709条所定の不法行為

としてのパワハラ行為として，いわゆるパワハラの�

類型があるところ，原告Ｘの受診状況や手帳の記載内

容等を総合すると，乙山のＸに対する一連の行為はパ

ワハラに該当するといえ，Ｘは，乙山の一連のパワハ

ラ行為によって，不眠症，食欲低下，不安焦燥，抑う

つ状態に陥ったと認められるとして，慰謝料100万円

の支払いが認められた例（木の花ホームほか�社事

件・宇都宮地裁令2.2.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1225-57

ハラスメント：パワハラ 一般に，パワーハラスメン

トとは，同じ職場で働く者に対して，職務上の地位や

人間関係等の職場内の優位性を背景に，業務の適正な

範囲を超えて，精神的，身体的苦痛を与える，または

職場環境を悪化させる行為をいい，この限度に至った

行為は，国賠法上も違法と評価すべきであるとされた

例（福生病院企業団〔旧福生病院組合〕事件・東京地

裁立川支部令2.7.1判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1230-5

性同一性障害 トランスジェンダー（生物学的性別は

男性，心理的性別は女性）である国家公務員の原告Ｘ

が，自認する性別のトイレ（女性用トイレ）の使用を

一定の範囲で制限されたことにつき，庁舎管理権の行

使に当たって尽くすべき注意義務を怠ったものとして

被告Ｙに国家賠償法上の損害賠償責任を認めるととも

に，女性用トイレを自由に使用させることを求めた国

家公務員法第86条の規定に基づく措置要求を認められ

ないとした，Ｙの処分行政庁である人事院の判定が違

法であるとして取り消された例（国・人事院〔経産省

職員〕事件・東京地裁令元.12.12判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1223-52

性同一性障害 性別は，社会生活や人間関係における

個人の属性の一つとして取り扱われており，個人の人

格的な生存と密接かつ不可分のものということができ

るのであって，個人がその真に自認する性別に即した

社会生活を送ることができることは，重要な法的利益

として，国家賠償法上も保護されるものというべきで

あり，そして，トイレが人の生理的作用に伴って日常

的に必ず使用しなければならない施設であって，現代

においては人が通常の衛生的な社会生活を送るに当

たって不可欠のものであることに鑑みると，個人が社

会生活を送るうえで，男女別のトイレを設置し，管理

する者から，その真に自認する性別に対応するトイレ

を使用することを制限されることは，当該個人が有す

る上記の重要な法的利益の制約に当たると考えられる

とされた例（国・人事院〔経産省職員〕事件・東京地

裁令元.12.12判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1223-52

性同一性障害 生物学的な性別に基づく男女の区別を

前提として女性用トイレを使用している女性職員に対

する相応の配慮も必要であると考えられるが，しかし，

求められる具体的な配慮の必要性や方法も，一定また

は不変のものと考えるのは相当ではなく，性同一性障

害である職員にかかる個々の具体的な事情や社会的な

状況の変化等に応じて変わり得るもので，かかる変化

等を踏まえてトイレ使用の制限の当否の判断を行うこ

とが必要であるとされた例（国・人事院〔経産省職員〕

事件・東京地裁令元.12.12判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1223-52

性同一性障害 性別によって異なる様式の衣服を着用

するという社会的文化が長年にわたり続いているわが

国の実情に照らしても，この性別に即した服を着用す

るということ自体が，性自認に即した社会生活を送る

うえで基本的な事柄であり，性自認と密接不可分なも

のであることは明らかとされた例（国・人事院〔経産

省職員〕事件・東京地裁令元.12.12判決)㌀㌀㌀㌀㌀1223-52

管理監督者 原告Ｘが労働基準法上の管理監督者に該

当するとは到底認められないとされた例（ロピア事

件・横浜地裁令元.10.10判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1216-5

管理監督者 原告Ｘ�および原告Ｘ�の管理監督者該

当性が否定された例（しんわコンビ事件・横浜地裁令

元.6.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1216-38

その他：配転後の転居命令 被告Ｙ社の就業規則に

は，Ｙ社は，「その判断で社員の配置転換又は転勤を命

じることができ」（10条），「業務上の必要若しくは業務

上の都合により，社員に対し就業場所若しくは従事す

る職務の変更を命じることがあ」り（13条），「人事異

動により居住地の変更を要する場合の取扱いは別に定

める」（15条）との定めがあるから，Ｙ社は，原告Ｘと

の個別の合意なくしてＸの勤務場所を決定し，勤務先

の変更に伴って居住地の変更を命じて労務の提供を求

める権限を有するとされた例（ハンターダグラスジャ

パン事件・東京地裁平30.6.8判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1214-80

その他：配転後の転居命令 転勤命令（転居命令）に

つき業務上の必要性が存しない場合または業務上の必

要性が存する場合であっても，当該命令が他の不当な

動機・目的をもってなされたものであるとき，もしく

は労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく越える不

利益を負わせるものであるとき等，特段の事情の存す

る場合でない限りは，当該命令は権利の濫用になるも

のではないとされた例（ハンターダグラスジャパン事

件・東京地裁平30.6.8判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1214-80

その他：公益通報 原告Ｘによる非公開情報である児

童記録データの複写記録の持ち出し行為は，いわゆる

公益通報を目的として行われた内部通報に付随する形

で行われたものであって，少なくともＸにとっては，

重要な証拠を手元に置いておくという証拠保全ないし
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自己防衛という重要な目的を有していたものであり，

このほかに，当該複写記録にかかる個人情報を外部に

流出することなどの不当な動機，目的をもって行われ

た行為であるとまでは認められないのであるから，そ

の原因や動機において，強く非難すべき点は見出しが

たいとされた例（京都市〔児童相談所職員〕事件・京

都地裁令元.8.8判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1217-67

その他：社会保険料の求償 甲事件（本訴）被告兼乙

事件（反訴）原告兼丙事件（反訴）被告乙山が原職復

帰して稼働するまでの間，賃金請求権は認められない

以上，甲事件（本訴）原告兼乙事件（反訴）被告会社

が乙山のために支払った社会保険料等については，乙

山が負担すべきものであり，会社は乙山に対し，立て

替えた社会保険料等について求償できるとされた例

（豊榮建設従業員事件・大津地裁彦根支部令元.11.29

判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1218-17

その他：国籍による差別的取扱い 私的支配関係であ

る労働契約において，使用者の実施する文書配布によ

る教育が，その配布の目的や必要性（当該企業の設立

目的や業務遂行との関連性），配布物の内容や量，配布

方法等の配布態様，そして，受領の任意性（労働者に

おける受領拒否の可否やその容易性）やそれに対する

自由な意見表明が企業内で許容されていたかなどの労

働者がそれによって受けた負担や不利益等の諸般の事

情から総合的に判断して，労働者の国籍によって差別

的取扱いを受けない人格的利益を具体的に侵害するお

それがあり，その態様，程度がもはや社会的に許容で

きる限度を超える場合には違法になるというべきであ

るとされた例（フジ住宅ほか事件・大阪地裁堺支部令

2.7.2判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1227-38

その他：国籍による差別的取扱い 就業場所において，

国籍によって差別的取扱いを受けるおそれがないとい

う労働者の内心の静穏は，一般的な内心の静穏以上に

保護されるべきであり，そうすると，使用者の言動に

より，労働者が内心の静穏な感情を害され，それが一

般人からみても，国籍による差別的取扱いを受けるの

ではないかとの現実的な危惧感を抱いてしかるべき程

度に達している場合は，差別的取扱いそのものを行っ

てはいないとしても，労働者の国籍によって差別的取

扱いを受けない人格的利益を侵害するおそれが現実的

に発生しているというべきであり，その侵害の態様，

程度が，内心の静穏な感情に対する介入として社会的

に許容できる限度を超えているとして不法行為が成立

するというべきであるとされた例（フジ住宅ほか事

件・大阪地裁堺支部令2.7.2判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1227-38

その他：公益通報 被控訴人（一審原告）Ｘによる非

公開情報である児童記録データの複写記録の持ち出し

行為は，いわゆる公益通報を目的として行われた内部

通報に付随する形で行われたものであって，少なくと

もＸにとっては，重要な証拠を手元に置いておくとい

う証拠保全ないし自己防衛という重要な目的を有して

いたものであり，このほかに，当該複写記録にかかる

個人情報を外部に流出することなどの不当な動機，目

的をもって行われた行為であるとまでは認められない

のであるから，その原因や動機において，強く非難す

べき点は見出しがたいとした一審判断が維持された例

（京都市〔児童相談所職員〕事件・大阪高裁令2.6.19

判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1230-56

懲戒処分（含：懲戒解雇)

懲戒解雇 本件懲戒解雇は，対象行為が就業規則所定

の懲戒事由に該当せず，被告Ｙ社が予備的に行った本

件予備的解雇意思表示については，対象行為が就業規

則所定の懲戒事由に該当するかは疑問があり，少なく

とも，故意による窃盗行為よりも比較的軽微な違反行

為に対し，不相当に重い処分がなされたものといえる

ことから，本件懲戒解雇および予備的に行った本件予

備的解雇意思表示は，いずれも，客観的合理的理由を

欠き，社会通念上相当であると認められず，無効であ

るとされた例（ロピア事件・横浜地裁令元.10.10判決)

……1216-5

懲戒解雇 一般に，使用者が労働者を懲戒するには，

あらかじめ労働契約または就業規則において懲戒の種

別および事由を定めておくことを要するところ，控訴

人（一審原告）Ｘ�雇用契約に懲戒事由の定めはなく，

被控訴人（一審被告）Ｙ�組合が就業規則を定めてい

ないことから，Ｙ�組合は，Ｘ�に対して懲戒解雇をす

ることはできないが，このような場合に，仮に使用者

が懲戒解雇と称する意思表示をしたとしても，使用者

が懲戒権の行使としての解雇であることに固執せず，

かつ，労働者の地位を不当に不安定にすることのない

限り，使用者のした解雇の意思表示は，普通解雇の意

思表示と解することができるというべきであるとされ

た例（協同組合つばさほか事件・東京高裁令元.5.8判

決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1216-52

懲戒解雇 �年半の期間，100回にわたっての出張旅

費の不正請求・受給を理由とする被告Ｙ社の原告Ｘ（北

海道支社広域インストラクター）に対する懲戒解雇が

有効とされた例（日本郵便〔北海道支社・本訴〕事件・

札幌地裁令2.1.23判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1217-32

懲戒解雇 長期間にわたって多数回行われた，多額に

わたる旅費の不正請求・受給という本件非違行為は，

悪質性が高く，常習性があり，不正受給の額は50万円

を超え，看過できない規模に及ぶとして，Ｘが詐取額

を返納したとしても，高い悪質性に照らすと，処分を
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軽減すべきとは直ちにいえないとされた例（日本郵便

〔北海道支社・本訴〕事件・札幌地裁令2.1.23判決)

……1217-32

懲戒解雇 Ｘには懲戒処分歴がなく，営業成績が優秀

であったとしても，広域インストラクターは他の職員

やインストラクターを指導する立場で，範を示すべき

であるから，上記の事情を重くみて，処分を軽減する

ことは相当でないとされた例（日本郵便〔北海道支社・

本訴〕事件・札幌地裁令2.1.23判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1217-32

懲戒解雇 Ｙ社は，Ｘの懲戒解雇と同時期に，旅費の

不正請求・受給を行ったインストラクター	名に減給

処分，�名に停職�か月の処分を行ったが，Ｘに比べ

て，その回数，不正受給額に相違があり，Ｘにこれら

の者と異なる懲戒処分をしたことが，客観的に合理的

理由を欠き，社会通念上の相当性を欠いているとはい

えないとされた例（日本郵便〔北海道支社・本訴〕事

件・札幌地裁令2.1.23判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1217-32

懲戒解雇 本件諭旨解雇およびそれに伴う本件懲戒解

雇については，懲戒処分としての相当性を欠き，懲戒

権の濫用に当たるものであって，労働契約法15条によ

り無効であると認められるとされた例（日本電産トー

ソク事件・東京地裁令2.2.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1226-72

諭旨解雇 以前から原告Ｘに種々の問題行動があった

が，Ｘには懲戒処分歴はなかったことなど，Ｘにとっ

て有利に斟酌すべき事情も認められることなどを勘案

すると，�度目の懲戒処分でＸを直ちに諭旨解雇とす

ることは，やや重きに失するというべきであるとされ

た例（日本電産トーソク事件・東京地裁令2.2.19判決)

……1226-72

停職 いわゆる公益通報を目的として行われた内部通

報に付随して行われた行為について，地方公務員であ

る原告Ｘに対する停職�日の懲戒処分が取り消された

例（京都市〔児童相談所職員〕事件・京都地裁令元.8.

8判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1217-67

停職 地方公務員につき地方公務員法29条�項各号の

懲戒事由がある場合に，懲戒処分を行うかどうか，行

うとしていかなる処分を選ぶかは，平素から庁内の事

情に通暁し，部下職員の指揮監督に当たる懲戒権者の

裁量に任されているものと解すべきであり，懲戒権者

は，懲戒事由に該当すると認められる行為の原因，動

機，性質，態様，結果，影響等のほか，当該公務員の

上記行為の前後における態度，懲戒処分等の処分歴，

選択する処分が他の公務員および社会に与える影響

等，諸般の事情を考慮して，懲戒処分をすべきかどう

か，また，懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択

すべきかを決定する裁量権を有しており，裁判所が上

記処分の適否を審査するに当たっては，懲戒権者と同

一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどう

か，またはいかなる処分を選択すべきであったかにつ

いて判断し，その結果と懲戒処分とを比較してその軽

重を論ずべきものではなく，懲戒権者の裁量権の行使

に基づく処分が社会通念上著しく妥当を欠いて裁量権

を逸脱または濫用したと認められる場合に限り違法で

あると判断すべきものであるとされた例（京都市〔児

童相談所職員〕事件・京都地裁令元.8.8判決)

……1217-67

停職 本件懲戒処分は社会通念上著しく妥当を欠き，

その裁量権を逸脱または濫用した違法があるとされた

例（京都市〔児童相談所職員〕事件・京都地裁令元.8.

8判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1217-67

停職 公務員に対する懲戒処分について，懲戒権者は，

諸般の事情を考慮して，懲戒処分をするか否か，また，

懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択するかを決

定する裁量権を有しており，その判断は，それが社会

観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し，ま

たはこれを濫用したと認められる場合に，違法となる

ものと解されるとされた例（加古川市事件・最高裁三

小平30.11.6判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1227-21

停職 被上告人（二審被控訴人・一審原告）Ｘと従業

員Ｖはコンビニエンスストアの客と店員の関係にすぎ

ないから，Ｖが終始笑顔で行動し，Ｘによる身体的接

触（Ｖの指先を自らの股間に軽く触れさせる等の一連

の行為）に抵抗を示さなかったとしても，それは，客

との間のトラブルを避けるためのものであったとみる

余地があり，身体的接触についての同意があったとし

て，これをＸに有利に評価することは相当でないとさ

れた例（加古川市事件・最高裁三小平30.11.6判決)

……1227-21

停職 Ｖおよび本件店舗のオーナーがＸの処罰を望ま

ないとしても，それは，事情聴取の負担や本件店舗の

営業への悪影響等を懸念したことによるものとも解さ

れるとされた例（加古川市事件・最高裁三小平30.11.

6判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1227-21

停職 身体的接触を伴うかどうかはともかく，Ｘが以

前から本件店舗の従業員らを不快に思わせる不適切な

言動をしており，これを理由の一つとして退職した女

性従業員もいたことは，本件処分の量定を決定するに

当たり軽視することができない事情というべきである

とされた例（加古川市事件・最高裁三小平30.11.6判決)

……1227-21

停職 当該身体的接触が勤務時間中に上告人（二審控

訴人・一審被告）加古川市の制服を着用してされたも

のであるうえ，複数の新聞で報道され，加古川市にお

いて記者会見も行われたことからすると，それにより，

加古川市の公務一般に対する住民の信頼が大きく損な

われたというべきであり，社会に与えた影響は決して
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小さいものということはできないとされた例（加古川

市事件・最高裁三小平30.11.6判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1227-21

停職 本件処分が停職で，最も重い免職に次ぐもので

あり，停職の期間が上限とされる�か月であって，Ｘ

が過去に懲戒処分を受けたことがないこと等からすれ

ば，相当に重い処分であることは否定できないが，当

該身体的接触が，客と店員の関係にあって拒絶が困難

であることに乗じて行われた厳しく非難されるべき行

為であって，加古川市の公務一般に対する住民の信頼

を大きく損なうものであり，また，Ｘが以前から同じ

店舗で不適切な言動を行っていたなどの事情に照らせ

ば，本件処分が重きに失するものとして社会観念上著

しく妥当を欠くものであるとまではいえず，市長の上

記判断が，懲戒権者に与えられた裁量権の範囲を逸脱

し，またはこれを濫用したものということはできない

とされた例（加古川市事件・最高裁三小平30.11.6判決)

……1227-21

停職 いわゆる公益通報を目的として行われた内部通

報に付随して行われた行為について，地方公務員であ

る被控訴人（一審原告）Ｘに対する停職�日の懲戒処

分を取り消した一審判断が維持された例（京都市〔児

童相談所職員〕事件・大阪高裁令2.6.19判決)

……1230-56

停職 地方公務員につき地方公務員法29条�項各号の

懲戒事由がある場合に，懲戒処分を行うかどうか，行

うとしていかなる処分を選ぶかは，平素から庁内の事

情に通暁し，部下職員の指揮監督に当たる懲戒権者の

裁量に任されているものと解すべきであり，懲戒権者

は，懲戒事由に該当すると認められる行為の原因，動

機，性質，態様，結果，影響等のほか，当該公務員の

上記行為の前後における態度，懲戒処分等の処分歴，

選択する処分が他の公務員および社会に与える影響

等，諸般の事情を考慮して，懲戒処分をすべきかどう

か，また，懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択

すべきかを決定する裁量権を有しており，裁判所が上

記処分の適否を審査するに当たっては，懲戒権者と同

一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどう

か，またはいかなる処分を選択すべきであったかにつ

いて判断し，その結果と懲戒処分とを比較してその軽

重を論ずべきものではなく，懲戒権者の裁量権の行使

に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権

を逸脱または濫用したと認められる場合に限り違法で

あると判断すべきとした一審判断が維持された例（京

都市〔児童相談所職員〕事件・大阪高裁令2.6.19判決)

……1230-56

停職 任命権者は，職員に対し，懲戒処分を行う場合，

処分の事由を記載した説明書（処分説明書）を交付し

なければならないとされている仕組み（地方公務員法

49条�項）に照らせば，懲戒処分の際の処分説明書に

おいて懲戒事由とされていない事由を当該懲戒処分の

取消訴訟において処分行政庁の所属する公共団体が主

張することは許されないというべきとされた例（京都

市〔児童相談所職員〕事件・大阪高裁令2.6.19判決)

……1230-56

その他：戒告 部下に対して，帰宅後の遅い時間，頻

繁に業務報告を求めた原告Ｘの行為をパワーハラスメ

ントに当たるとしてなされた戒告処分につき，処分に

当たって公正な調査がされなかったとはいえず，懲戒

権濫用にも当たらないとして，本件懲戒処分が不法行

為に当たるとはいえないとされた例（アクサ生命保険

事件・東京地裁令2.6.10判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1230-71

その他：譴責処分 懲戒対象事実①∼③に当たる原告

Ｘの行為については，いずれも懲戒事由に該当せず，

本件処分は無効であるとされた例（学校法人南山学園

〔南山大学〕事件・名古屋地裁令元.7.30判決)

……1213-18

その他：譴責処分 仮にＸの行為が懲戒事由に該当す

るとしても，情状酌量の余地があるとして，譴責を免

じて訓戒に留めるのが相当であったとされた例（学校

法人南山学園〔南山大学〕事件・名古屋地裁令元.7.30

判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1213-18

その他：譴責処分 仮に懲戒事由があるとしても，本

件処分は，懲戒事由との均衡を欠いた不相当なもので

あり，無効であるとされた例（学校法人南山学園〔南

山大学〕事件・名古屋地裁令元.7.30判決)㌀㌀㌀㌀1213-18

普 通 解 雇

採用内定取消し：ＨＩＶ感染不告知を理由とした採用

内定取消し ①ヒト免疫不全ウイルス（ＨＩＶ）に関

する医学的知見が進展しその治療方法が確立されてい

ること，②原告Ｘの就労により他者へＨＩＶが感染す

る危険性は無視できるほど小さいものであったこと，

③現在でもなおＨＩＶ感染者に対する社会的偏見や差

別が根強く残っていることを総合考慮すると，Ｘが被

告Ｙ法人の採用手続きにおいてＨＩＶ感染の事実を告

げる義務があったということはできないとされた例

（社会福祉法人北海道社会事業協会事件・札幌地裁令

元.9.17判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1214-18

採用内定取消し：ＨＩＶ感染不告知を理由とした採用

内定取消し そもそも事業者が採用に当たって応募

者に無断でＨＩＶ検査をすることはもちろんのこと，

応募者に対しＨＩＶ感染の有無を確認することです

ら，ＨＩＶ抗体検査陰性証明が必要な外国での勤務が

予定されているなど特段の事情のない限り，許されな

いというべきであるとされた例（社会福祉法人北海道
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社会事業協会事件・札幌地裁令元.9.17判決)

……1214-18

採用内定取消し：ＨＩＶ感染不告知を理由とした採用

内定取消し ＸがＹ法人に対しＨＩＶ感染の事実を

告げる義務はなかったのであるから，Ｘが本件面接に

おいて持病の有無を問われた際に上記事実を告げな

かったとしても，これを理由とする内定取消しについ

て，客観的に合理的な理由が存在し社会通念上相当と

して是認することができる場合に当たるということは

できず，本件内定取消しは違法であり，Ｘに対する不

法行為を構成するとされた例（社会福祉法人北海道社

会事業協会事件・札幌地裁令元.9.17判決)㌀㌀㌀㌀1214-18

勤務態度 勤務態度や成績不良を理由とする本件解雇

について，甲・乙事件被告Ｙ社が事前に注意，指導等

をした事実は認められず，解雇を含む措置がとられる

可能性がある旨を予告したにもかかわらず問題が解消

されなかった状態だったとはいえないとして，無効と

された例（アルバック販売事件・神戸地裁姫路支部平

31.3.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1211-81

勤務態度 当時人事部長であったＢの被控訴人（一審

原告）Ｘ�および同Ｘ�に対する，それぞれ明日から出

社しなくてよい旨の発言の趣旨は，単なる出勤停止を

告げるものではなく，確定的・一方的にＸらとの間の

雇用関係を終了させる意思表示であったことは明らか

であるとして，Ｘ�については控訴人（一審被告）Ｙ社

からの解雇の意思表示自体が認められず，Ｘ�につい

てはＹ社との間の退職合意があったとは認められない

とした一審判断が変更された例（みんなで伊勢を良く

し本気で日本と世界を変える人達が集まる事件・名古

屋高裁令元.10.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-71

勤務態度 Ｘらに対する解雇は，客観的に合理的な理

由を欠き，社会通念上の相当性も認められないから無

効であるとされた例（みんなで伊勢を良くし本気で日

本と世界を変える人達が集まる事件・名古屋高裁令元.

10.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-71

勤務態度 原告Ｘが本件保育園の施設長であるＢ園長

の保育方針や決定に対して質問や意見を述べたり，前

年度の行事のやり方とは異なるやり方を提案すること

があったことは認められるものの，質問や意見を出し

たことや，保育観が違うということをもって，解雇に

相当するような問題行動であると評価することは困難

であり，また，ＸのＢらに対する言動に，仮に不適切

な部分があったとしても，ＢがＸに対して度重なる注

意，改善要求をしていたとは認められず，Ｘには，十

分な改善の機会も与えられていなかったというべきと

された例（社会福祉法人緑友会事件・東京地裁令2.3.

4判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1225-5

業務命令違反 被控訴人（一審被告）Ｙ�組合の業務

を妨害し，その信用を毀損する警察への通報を繰り返

したこと，監査結果報告書を持ち出してＹ�組合の業

務を妨害したこと，明示の職務命令に反して外出し，

Ｙ�組合に敵対的な感情を明らかにし，Ｙ�組合の職場

の秩序を乱したことによれば，これらの言動によって

Ｙ�組合と控訴人（一審原告）Ｘ�との信頼関係は完全

に失われていたといわざるを得ず，個別的な指導等に

よってもＸ�がＹ�組合の職務に戻ることは現実的に

期待できなかったというべきであるから，解雇したこ

とについては社会通念上相当なものと認められるとさ

れた例（協同組合つばさほか事件・東京高裁令元.5.8

判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1216-52

業務命令違反 本件転居命令は，業務上の必要性を欠

き権利濫用であって無効であるから，本件転居命令に

従わなかったことを理由とする本件解雇は，客観的合

理的理由を欠いており，社会通念上も相当であるとは

認めがたいとして，本件解雇は労働契約法16条により

無効であるとされた例（ハンターダグラスジャパン事

件・東京地裁平30.6.8判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1214-80

業務命令違反 問題行為を起こした控訴人（一審原告）

Ｘが提出した反省文に，自己の意見，不満をにじませ

た記載があったことから，被控訴人（一審被告）Ｙ社

が今後も職場規律を乱す言動を行いかねないという大

きなリスクを抱えた人材であると評価し，Ｘを従前業

務に復帰させなかったことは，誠にやむを得ないもの

であったとされた例（東芝総合人材開発事件・東京高

裁令元.10.2判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1219-21

業務命令違反 従前の担当を停止し，難易度が著しく

低い単純作業を担当させる業務指示の必要性につい

て，Ｘに対する説明に不足はないとされた例（東芝総

合人材開発事件・東京高裁令元.10.2判決)㌀㌀㌀㌀1219-21

業務命令違反 本件業務指示が，Ｘを退職に追い込む

目的で発せられたことを認めるに足りる証拠はなく，

また，Ｙ社は，本件メール送付行為があったことから，

直ちに性急に解雇に踏み切ったものでもなく，Ｘは，

反省と改善の機会を十分に与えられていたにもかかわ

らず，�度の懲戒処分後も自省的な反省と改善がみら

れず，上司や元上司等に対する他罰的言動を繰り返し

たのであるから，本件解雇は有効であるとして，一審

判断が維持された例（東芝総合人材開発事件・東京高

裁令元.10.2判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1219-21

業務命令違反 本件解雇は，被上告人（二審被控訴人・

一審原告）Ｘが本件配転命令に従わないことを理由に

されたものであるところ，本件配転命令は無効である

から，本件解雇に「やむを得ない事由がある」と認め

ることはできず，本件解雇は無効というべきとした二

審判決が維持された例（朝日建物管理事件・最高裁一

小令元.11.7判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1223-5

2020年(令和�年)労働判例･命令年間総索引 (No.1211∼1230) 17



非違行為 同僚に対する暴行，パワーハラスメント等

を理由とする被控訴人兼控訴人（一審原告）Ｘに対す

る普通解雇を有効とした一審判断を改め，労働契約の

継続を期待することができないほどの重大な非違行為

があったとはいえず，客観的に合理的な理由を欠き社

会通念上相当と認められないとして，解雇が無効とさ

れた例（コーダ・ジャパン事件・東京高裁平31.3.14判

決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1218-49

非違行為 甲事件被告・乙事件原告Ｘらが乙事件被告

Ｙ寺院に僧侶として雇用されていることからすれば，

Ｘらへの本件破門処分は解雇としての性質を有するも

のであり，解雇が有効と認められるためには本件規約

が規定する破門事由が存在しなければならないとされ

た例（圓満院事件・大津地裁令元.10.3判決)

……1222-87

非違行為 Ｘらが諸手当や信者からの布施を横領した

事実はなく，Ｙ寺院がＸらの入信していたＧ会の教義

を問題視していた実態もなく，ＸらがＹ寺院を乗っ取

ろうとした事実もないため，これらを破門事由とする

Ｙ寺院の主張には理由がないとされた例（圓満院事

件・大津地裁令元.10.3判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-87

非違行為 本件普通解雇は，客観的に合理的な理由が

あり，かつ社会通念上も相当であると認められるとさ

れた例（日本電産トーソク事件・東京地裁令2.2.19判

決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1226-72

職務遂行能力 原告Ｘに対する指導の中では「いくら

か改善がみられる」旨が言及されたこと等の事情が

あったとしても，Ｘを引き続き雇用しておくことが適

当でないとの被告Ｙ社の判断が客観的に合理的理由を

欠くものであるとか，社会通念上相当なものであると

認められないものであるとは，解しがたいとされた例

（ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディン

グス事件・東京地裁平31.2.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1212-69

心身故障 被控訴人（一審被告）Ｙ社は，控訴人（一

審原告）Ｘに対する十分な説明を行うことなく，解雇

を回避する選択の機会を与えないまま，本件解雇に

至ったといわざるを得ず，Ｙ社による解雇回避努力が

尽くされたとも認められないとされた例（東京キタイ

チ事件・札幌高裁令2.4.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1226-5

心身故障 本件事故がＹ社の業務に起因して発生し，

Ｘが労災給付を受けていたものであるうえ，症状固定

の約�か月後には本件解雇の意思表示がされたことか

らすれば，本件解雇は，客観的に合理的な理由を欠き，

社会通念上相当であったとは認められず，解雇権を濫

用したものというべきであるとして，解雇を有効とし

た一審判断が変更された例（東京キタイチ事件・札幌

高裁令2.4.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1226-5

心身故障 本件解雇の時点において，ＸがＹ社との雇

用契約の本旨に従った労務を提供することが可能で

あったと認められないとしても，慣らし勤務を経るこ

とにより債務の本旨に従った労務の提供を行うことが

可能であったと考えられるし，本件事故がＹ社の業務

に起因して発生したことを前提としてＸが労災給付を

受給していたことも踏まえると，かかる慣らし勤務が

必要であることを理由として，Ｘに解雇事由があると

認めることは相当でないとされた例（東京キタイチ事

件・札幌高裁令2.4.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1226-5

試用期間中の解雇 就業規則の定めによって留保され

た解約権の行使は，その留保の趣旨，目的に照らして，

客観的に合理的な理由があり，社会通念上相当として

是認される場合にのみ許されるものというべきであ

り，客観的に合理的な理由を欠き，社会通念上相当で

あると認められない場合には，権利を濫用したものと

して，無効となるとされた例（ゴールドマン・サック

ス・ジャパン・ホールディングス事件・東京地裁平31.

2.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1212-69

試用期間中の解雇 就業規則の定めによって留保され

た解約権は，試用期間中の執務状況等についての観察

等に基づく採否の最終決定権を留保する趣旨のもので

あると解されるから，その解約権の行使の効力を考え

るに当たっては，原告Ｘにかかる採用の趣旨を前提と

したうえで，当該観察等によって被告Ｙ社が知悉した

事実に照らしてＸを引き続き雇用しておくことが適当

でないと判断することが，この最終決定権の留保の趣

旨に徴して客観的に合理的理由を欠くものかどうか，

社会通念上相当であると認められないものかどうかを

検討すべきことになるとされた例（ゴールドマン・サッ

クス・ジャパン・ホールディングス事件・東京地裁平

31.2.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1212-69

会社解散・分割・営業譲渡に伴う解雇 ＣＭＩは，旧

ＣＯ，旧ＵＡおよび被告Ｙ社（ＵＡ）から業務遂行上

の指揮命令を受けることなく独立して機内サービスの

提供を行い，ＣＭＩのＦＡの労働契約の内容や給与の

支払関係についても各社と渾然一体になっているとは

いえず，別個の会社と認められるから，ＣＭＩのＦＡ

と上記�社との間で労働契約またはこれに類する関係

があったとはいえないとされた例（ユナイテッド・エ

アーラインズ〔旧コンチネンタル・ミクロネシア〕事

件・東京地裁平31.3.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1213-31

会社解散・分割・営業譲渡に伴う解雇 ＣＭＩと旧Ｕ

Ａは別個の会社であるから，原告個人Ｘらの使用者が

ＣＭＩであることを前提に，ＣＭＩ単体で本件解雇の

効力を判断するのが相当であるとされた例（ユナイ

テッド・エアーラインズ〔旧コンチネンタル・ミクロ

ネシア〕事件・東京地裁平31.3.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1213-31

会社解散・分割・営業譲渡に伴う解雇 ①旧ＵＡから
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の業務委託が減少し，成田ベースのＦＡの業務が減少

する中で，ＣＭＩが同ベースの閉鎖を決断したことは

企業経営の観点から合理的であり，その必要性も高度

なものであり，②ＣＭＩは早期退職に伴う特別退職金

の支払いやＦＡの年収水準を維持したうえでの地上職

への転換など，解雇による不利益を相当程度緩和する

措置や可能な限りの解雇回避措置を講じており，③成

田ベースのＦＡのうち，②の提案に応じない者全員が

解雇されているから，被解雇者選定の合理性も認めら

れ，④ＣＭＩは，複数回の団体交渉を通じて，原告Ｘ�

組合に対し，成田ベース閉鎖の経緯を説明し，②の提

案とその条件提示を行ってきたものであるから，手続

面でも問題はないため，本件解雇は，客観的に合理的

な理由があり，かつ，社会通念上も相当であって有効

であるとされた例（ユナイテッド・エアーラインズ〔旧

コンチネンタル・ミクロネシア〕事件・東京地裁平31.

3.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1213-31

会社解散・分割・営業譲渡に伴う解雇 本件解雇は日

本人である個人ＸらのＦＡの地位を剥奪することを目

的としたものではなく，Ｘ�組合への嫌悪に基づくも

のともいえないとされた例（ユナイテッド・エアーラ

インズ〔旧コンチネンタル・ミクロネシア〕事件・東

京地裁平31.3.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1213-31

その他：解雇通知の不法行為性 本件解雇通知は，解

雇理由証明書の内容を踏まえても，また普通解雇であ

るとしても，特段解雇とされるべき事由も事情も見受

けられず，解雇権の濫用に当たり，本件解雇通知につ

いては，解雇権の濫用に当たる行為を乙事件被告兼丙

事件（反訴）原告甲野があえて行った不法行為に該当

するとされた例（豊榮建設従業員事件・大津地裁彦根

支部令元.11.29判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1218-17

その他：解雇と契約期間満了 被上告人（二審被控訴

人・一審原告）Ｘの最後の更新後の本件労働契約の契

約期間は，平成26年�月�日から27年�月31日までで

あるところ，一審の口頭弁論終結時において，上記契

約期間が満了していたことは明らかであるから，一審

判決は，Ｘの請求の当否を判断するに当たり，この事

実をしんしゃくする必要があったとされた例（朝日建

物管理事件・最高裁一小令元.11.7判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1223-5

その他：解雇と契約期間満了 二審判決の判断のうち，

契約期間の満了により本件労働契約の終了の効果が発

生するか否かを判断することなく，Ｘの労働契約上の

地位の確認請求およびその契約期間満了後の賃金の支

払請求を認容した部分は是認できないとして破棄さ

れ，同部分につき高裁に差し戻された例（朝日建物管

理事件・最高裁一小令元.11.7判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1223-5

その他：出産後�年を経過しない解雇 均等法	条�

項は，妊娠中の女性労働者および出産後�年を経過し

ない女性労働者に対する解雇を原則として禁止してい

るところ，これは，妊娠中および出産後�年を経過し

ない女性労働者については，妊娠，出産によるさまざ

まな身体的・精神的負荷が想定されることから，妊娠

中および出産後�年を経過しない期間については，原

則として解雇を禁止することで，安心して女性が妊娠，

出産および育児ができることを保障した趣旨の規定で

あると解されるとされた例（社会福祉法人緑友会事

件・東京地裁令2.3.4判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1225-5

その他：出産後�年を経過しない解雇 均等法	条�

項但書きは，「前項（	条�項）に規定する事由を理由

とする解雇でないことを証明したときは，この限りで

ない」と規定するが，同条�項の趣旨を踏まえると，

使用者は，単に妊娠・出産等を理由とする解雇ではな

いことを主張立証するだけでは足りず，妊娠・出産等

以外の客観的に合理的な解雇理由があることを主張立

証する必要があるものと解されるとされた例（社会福

祉法人緑友会事件・東京地裁令2.3.4判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀1225-5

その他：出産後�年を経過しない解雇 本件解雇は，

客観的合理的理由を欠き，社会通念上相当であるとは

認められず，権利の濫用に当たり無効であることに加

え，均等法	条�項に違反するものであるから，違法

であり，被告Ｙ法人に不法行為責任が成立するとされ

た例（社会福祉法人緑友会事件・東京地裁令2.3.4判決)

……1225-5

契 約 の 終 了

雇止め 語学学校講師であった控訴人（一審原告）Ｘ

の雇止めについて，年次有給休暇と認められない欠勤

があったこと等を理由に適法とした一審判決を破棄

し，本件雇止めには客観的かつ合理的理由がなく社会

通念上も相当とはいえないとして，Ｘの地位確認請求

等が認容された例（シェーンコーポレーション事件・

東京高裁令元.10.9判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1213-5

雇止め Ｘは，Ｙ社代表者の命令に反し，自己がした

誓約にも反して，執務室における録音を繰り返したう

え，マスコミ等の外部関係者らに対し，あえて事実と

は異なる情報を提供し，Ｙ社の名誉，信用を毀損する

おそれがある行為に及び，Ｙ社との信頼関係を破壊す

る行為に終始しており，かつ反省の念を示しているも

のでもないから，雇用の継続を期待できない十分な事

由があるものと認められるとして，一審判断を変更し，

本件雇止めは，客観的に合理的な理由を有し，社会通

念上相当であるとされた例（ジャパンビジネスラボ事

件・東京高裁令元.11.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1215-5

雇止め 被控訴人兼控訴人（一審甲事件本訴原告・反

訴被告，乙事件被告）Ｘは，雇用形態として選択の対
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象とされていた中から正社員ではなく契約社員を選択

し，控訴人兼被控訴人（一審甲事件本訴被告・反訴原

告，乙事件原告）Ｙ社との間で雇用契約書を取り交わ

し，契約社員として期間を�年更新とする有期労働契

約を締結したものであるから，これにより，本件正社

員契約を解約したものと認められた例（ジャパンビジ

ネスラボ事件・東京高裁令元.11.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1215-5

雇止め 助教である原告Ｘの雇用契約について，再任

限度回数（�回）を超える合計�度の更新が行われ，

雇用継続期間も約�年�か月間という比較的長期に及

んでいたこと，Ｘの雇用は臨時的なものとはいえない

こと，本件雇用契約の更新は必ずしも厳格な手続きが

履践されていたとはいえないことから，平成27年�月

（本件要望書等の交付前）の段階では，Ｘは本件雇用

契約が翌年度以降も同様に更新されることについて合

理的な期待を抱いていたといい得るし，本件要望書等

における書面による選択を求められることを認識して

いなかった者にとって，その選択・判断のための十分

な時間的余裕が確保されていたかについては議論の余

地があるとしても，28年�月末（雇用期間満了時）に

は，Ｘは，本件要望書のとおり翌々年度（同年�月）

以降は雇用契約が更新されないことを十分理解したう

えで，自己の意思に基づき，その提出に至ったものと

認めるのが相当であるから，本件要望書の提出後の段

階においては，雇用契約が翌々年度（同月）以降も同

様に更新されることについて，合理的な期待を有して

いたものとはいえないとされた例（学校法人近畿大学

〔任期付助教・雇止め〕事件・大阪地裁令元.11.28判

決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1220-46

雇止め 大学の教員の雇用については，一般に流動性

のあることが想定されているところ，助教の職位の性

質ないし位置付けおよび被告Ｙ法人における実情を踏

まえると，契約の更新に当たり，当該助教の勤務成績

や業績評価が重視されることは，その制度趣旨に沿う

ものと解され，とりわけＸの研究業績にかかる状況な

どの本件に現れた諸事情を合わせ考慮すると，Ｙ法人

が，Ｘについてさらなる雇用継続を行わないこととし

て本件雇止めに至ることについては，客観的にみても，

十分な合理性および社会通念上の相当性があるという

べきであるとされた例（学校法人近畿大学〔任期付助

教・雇止め〕事件・大阪地裁令元.11.28判決)

……1220-46

雇止め 原告Ｘ�がＢ賃乗務員となった後の交通事故

発生率が比較的高く，とりわけ本件雇止め直前の雇用

期間中の平成26年	月と同年11月に立て続けに事故を

惹起していること，それにもかかわらず危険運転行為

に及び，これについて反省や今後事故を回避するため

の方策を真摯に検討する様子が窺えない点を踏まえる

と，被告Ｙ社が，今後Ｘ�の運転により重大な事故等

が発生することを危惧し，前記運転行為について真摯

な謝罪や反省がなければ契約の更新を行うことはでき

ないと判断したことは，やむを得ないというべきであ

るとされた例（すみれ交通事件・横浜地裁令元.9.26判

決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-104

雇止め Ｘ�は，本件雇止め時点で69歳と高齢であっ

て，年々身体能力が低下していくこと自体は否めず，

その程度如何によっては，雇用契約が更新されなくな

る可能性も否定できないのであるから，その意味で

Ｘ�の雇用契約更新への期待の程度は限定的であるこ

とも合わせ考えると，本件雇止めには客観的に合理的

な理由が認められるとされた例（すみれ交通事件・横

浜地裁令元.9.26判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-104

雇止め 原告Ｘ�は自らの意思でＹ社に退職届を提出

しており，Ｙ社がその後に再雇用を拒絶したことが，

Ｘ�の合理的期待に反すると解する余地はないとされ

た例（すみれ交通事件・横浜地裁令元.9.26判決)

……1222-104

雇止め �年の更新上限を設け例外的に更新すること

を定める就業規則に基づき，更新基準を満たさないと

してなされた雇止めが違法とされた例（地方独立行政

法人山口県立病院機構事件・山口地裁令2.2.19判決)

……1225-91

雇止め 原告Ｘには就業規則の改正によって更新上限

条項が設けられる前から更新を期待する合理的な理由

があったといえ，更新上限条項が設けられたことを

もってその合理的期待が消滅したと解することはでき

ないとされた例（地方独立行政法人山口県立病院機構

事件・山口地裁令2.2.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1225-91

雇止め 労働契約の更新に合理的期待を有する者に対

し，客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であ

ると認められない雇止めをすることは許されないので

あるから，人事権に当然内在する制約として，更新の

判断は公正に行われなければならないと解すべきとさ

れた例（地方独立行政法人山口県立病院機構事件・山

口地裁令2.2.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1225-91

雇止め 本件労働契約の継続審査には評定尺度の基準

や総合評価との関連付けの定めもなく，評価の根拠を

明らかにすることも予定されていない等，合理的な評

価基準の定め，および評価の公正さを担保できる仕組

みが存在しない以上，その判断過程は合理性に欠ける

ものといわなければならないから，本件雇止めには合

理的理由および社会的相当性が認められないとされた

例（地方独立行政法人山口県立病院機構事件・山口地

裁令2.2.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1225-91

雇止め 約30年にわたり本件雇用契約を更新してきた

原告Ｘにとって，被告Ｙ社との有期雇用契約を終了さ
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せることは，その生活面のみならず，社会的な立場等

にも大きな変化をもたらすものであり，その負担も少

なくないものと考えられるから，ＸとＹ社との間で本

件雇用契約を終了させる合意を認定するには慎重を期

す必要があり，これを肯定するには，Ｘの明確な意思

が認められねばならないとされた例（博報堂〔雇止め〕

事件・福岡地裁令2.3.17判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1226-23

雇止め 形骸化した契約更新を繰り返してきていた平

成25年の時点で，「Ｘの契約更新に対する期待は相当

に高いものがあった」として，労働契約法19条�号に

より保護されるべきと判示したうえで，Ｙ社が主張す

る人件費削減の必要性等の「一般的な理由」では本件

雇止めの合理性肯定には不十分だとして，本件雇止め

は客観的に合理的な理由を欠き，社会通念上相当であ

ると認められず，Ｙ社が従前の有期雇用契約の内容で

ある労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾し

たものとみなされると判断された例（博報堂〔雇止め〕

事件・福岡地裁令2.3.17判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1226-23

雇止め 労働契約法に基づく無期転換ルールの施行に

合わせて，Ｙ社が平成25年�月以降の雇用契約書に設

けた30年�月以降の「不更新条項」を，Ｘが承知した

うえで契約書に署名押印していたとして，雇用契約終

了に合意があったとするＹ社の主張につき，Ｘにとっ

ては，署名押印を拒否すると契約更新できなかったも

のであり，「署名押印をしていたからといって，直ちに，

Ｘが雇用契約を終了させる旨の明確な意思を表明した

ものとみることは相当ではない」として，雇止めに当

たると判示された例（博報堂〔雇止め〕事件・福岡地

裁令2.3.17判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1226-23

雇止め 原告Ｘ採用時の理事会において，Ｘについて

は，それまでの慣例どおり定年と任期設定を設けない

と決定されていたこと，Ｘの契約は�回更新され通算

	年に及ぶこと，本件幼稚園は平成27年�月�日に認

定こども園に移行したところであり，Ｘは，園長とし

て新しい制度に対応した取組みを行っている最中であ

ると考えられること，本件更新拒絶については，29年

11月14日に予告もなく通告されたものであり，Ｘはそ

れまで30年度に向けて入園説明会や入園希望者面接を

行い，職員の勤続意思確認の面接も行っていることか

らすると，契約が更新されるものと期待することにつ

いて合理的な理由があるとされた例（学校法人信愛学

園事件・横浜地裁令2.2.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1226-57

雇止め 本件更新拒絶の理由として被告Ｙ法人が主張

する事情は，いずれもその合理性を基礎付けるものと

しては認められないとされた例（学校法人信愛学園事

件・横浜地裁令2.2.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1226-57

再雇用：雇止め 労契法19条�号の類推適用等から，

労働者が定年後の再雇用契約による雇用継続を期待す

ることについて合理的理由があると認められる場合

に，使用者が再雇用基準を満たしていないものとして

定年により労働者の雇用が終了したものとすること

は，特段の事情がない限り，客観的合理的理由を欠き，

社会通念上相当と認められず，定年後再雇用されたの

と同様の雇用関係が存続しているものとみるのが相当

であるとされた例（学校法人南山学園〔南山大学〕事

件・名古屋地裁令元.7.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1213-18

再雇用：雇止め 原告Ｘの再雇用の拒否は，客観的に

合理的な理由を欠き，社会通念上相当であると認めら

れないから，被告Ｙ法人とＸとの間に，定年後も再任

用規程に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係が存

続しているものとみるのが相当であるとされた例（学

校法人南山学園〔南山大学〕事件・名古屋地裁令元.7.

30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1213-18

再雇用：雇止め 訴外Ｃに対するハラスメント行為を

理由とする被告Ｙ法人による原告Ｘの雇止めについ

て，Ｙ法人がハラスメントと主張した諸行為について

は，その事実を認めることができないか，個々につい

てはハラスメントたりえないものであるところ，これ

らを総合的に検討しても，雇止め事由として認めるこ

とはできず，更新を妨げる特段の事情の該当性につい

て判断するまでもなく，本件雇止めは不適法であると

された例（学校法人北海道カトリック学園事件・札幌

地裁令元.10.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1214-5

再雇用：雇止め Ｙ法人の再雇用規程は高年法	条�

項に則り規定されているところ，本件規程の適用基準

が，いずれも勤務内容を問題とするものとはいえない

こと，証拠上，他に具体的な審査基準や手続きが設け

られているとは認められないことに照らせば，かかる

適用基準を満たす者については，65歳まで継続して雇

用されると期待することについて，合理的な期待があ

ると認めるのが相当とされた例（学校法人北海道カト

リック学園事件・札幌地裁令元.10.30判決)㌀㌀㌀㌀1214-5

再雇用：再雇用拒否 仮に再雇用社員制度が継続雇用

制度に当たらないとしても，そのことをもって継匠社

員制度が継続雇用制度に当たるということはできず，

原告Ｘらが継匠社員として雇用されるものと期待する

ことについて合理的な理由があるということはできな

いとされた例（京王電鉄ほか�社事件・東京地裁平30.

9.20判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1215-66

再雇用：再雇用拒否 定年後再雇用者について労契法

19条�号を類推適用した一審判断が維持された例（学

校法人南山学園〔南山大学〕事件・名古屋高裁令2.1.

23判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1224-98

再雇用：再雇用拒否 被控訴人兼附帯控訴人（一審原

告）Ｘの再雇用の拒否は，客観的に合理的な理由を欠

き，社会通念上相当であると認められないから，控訴
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人兼附帯被控訴人（一審被告）Ｙ法人とＸとの間に，

定年後も再任用規程に基づき再雇用されたのと同様の

雇用関係が存続しているものとみるのが相当であると

した一審判断が維持された例（学校法人南山学園〔南

山大学〕事件・名古屋高裁令2.1.23判決)㌀㌀㌀㌀㌀1224-98

再雇用：再雇用拒否 再雇用後の給与面での待遇につ

いては，定年年齢時の俸給は少なくとも支給され，雇

用期間については，Ｘが満68歳に達する年の年度末ま

でになるものと解されるとした一審判断が維持された

例（学校法人南山学園〔南山大学〕事件・名古屋高裁

令2.1.23判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1224-98

再雇用 原告Ｘは，平成18年�月31日に定年退職とな

るはずであったが，雇用を延長する旨の手続き（延長

を承認する旨の理事会の決議）は何ら行われないまま，

上記日以後も施設長としての勤務を継続したものであ

るから，上記日において雇用契約はいったん定年によ

り終了したことを前提として，黙示の更新が推定され，

同推定を覆す事情は存在しない（民法629条）とされた

例（社会福祉法人ネット事件・東京地裁立川支部令2.

3.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1226-36

再雇用 定年延長にかかる就業規則規定の但書につい

て，被告Ｙ法人主張のように，理事会決議において延

長が承認されなかったことを労働契約の終期（不確定

期限）として定めたものと解することはできないとさ

れた例（社会福祉法人ネット事件・東京地裁立川支部

令2.3.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1226-36

再雇用 ＸとＹ法人との間の労働契約は，平成28年�

月25日の理事会決議時点においては，期限の定めのな

いものとして存在していたものと認められるから，当

該決議があったことにより労働契約が終了するという

ことはできないとされた例（社会福祉法人ネット事

件・東京地裁立川支部令2.3.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1226-36

再雇用：雇止め 労契法19条�号における，雇用契約

が更新されるものと期待することについての合理的理

由の存否は，当該雇用の臨時性，常用性，更新の回数，

雇用の通算期間，雇用期間の管理の状況等を総合考慮

して決すべきものと解されるとされた例（日の丸交通

足立事件・東京地裁令2.5.22判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1228-54

再雇用：雇止め 被告Ｙ社のタクシー運転手のうち，

70歳以上の運転手は16％以上に上ること，原告Ｘは昭

和57年に入社後からタクシー運転手として勤務し，定

年退職後の嘱託雇用契約についても契約書や同意書等

の書面の作成がないまま，嘱託雇用契約を一度更新し

たこと等が認められ，これらの事実に照らすと，69歳

に達したＸにおいても，体調や運転技術に問題が生じ

ない限り，嘱託雇用契約が更新され，定年前と同様の

勤務を行うタクシー運転手としての雇用が継続すると

期待することについて，合理的な理由が認められ，Ｘ・

Ｙ社間の嘱託雇用契約は，労契法19条�号に該当する

とされた例（日の丸交通足立事件・東京地裁令2.5.22

判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1228-54

再雇用：雇止め 本件接触および本件不申告のみを理

由に雇止めとすることは，重すぎるというべきであり，

本件雇止めは，客観的に合理的理由があり，社会通念

上相当であるとは認められず，したがって，労契法19

条に反して無効であるとされた例（日の丸交通足立事

件・東京地裁令2.5.22判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1228-54

再雇用：雇止め 労契法19条が適用対象とする有期雇

用契約について，類型や条件等を限定する法令は特段

存在しておらず，定年後の継続雇用であるからといっ

て法の適用自体を否定すべき理由はないとされた例

（テヅカ事件・福岡地裁令2.3.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1230-87

再雇用：雇止め 被告Ｙ社の提示した労働条件の合理

性・相当性等については，Ｙ社が本件雇用契約の更新

を拒絶したことについて客観的に合理的な理由を欠

き，社会通念上相当であるかの判断の要素として考慮

されるべきであるとされた例（テヅカ事件・福岡地裁

令2.3.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1230-87

再雇用：雇止め Ｙ社において人員整理を含む人件費

削減の抽象的な必要性があったことは理解できるもの

の，原告Ｘに対して提示した賃金額は，当時の具体的

状況においてやむを得ないものであるという根拠を具

体的に検討したとは認められず，Ｘの勤務能力等を踏

まえた相当な提示額である根拠もうかがわれないとさ

れた例（テヅカ事件・福岡地裁令2.3.19判決)

……1230-87

再雇用：雇止め 本件係争期間中の有期雇用の再度の

期間満了に関して，その時点でも，Ｘは本件継続雇用

制度上の上限である満65歳には達しておらず，当初の

本件更新拒絶�の時点以降に，Ｘにおいて本件雇用契

約が更新されるものと期待する合理的理由の有無，お

よび更新拒絶についての客観的合理的理由・社会的相

当性の有無にかかわる新たな事情があるとの主張立証

を欠くなかで，これらの要件の評価の根拠等となる事

実については，本件更新拒絶�の当時と変化がないと

認めるのが相当として，本件雇用契約は，労契法19条

�号により，再度更新されたとみなされた例（テヅカ

事件・福岡地裁令2.3.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1230-87

再雇用：雇止め 本件雇用契約が本件継続雇用制度に

基づく以上，当事者の合理的意思等を踏まえ，更新前

と同一の労働条件の意味に本件継続雇用制度において

定められた条件等に従うという趣旨を包含するものと

して，例えば，継続雇用後の賃金の減額割合やいわゆ

る役職定年等の労働条件に従った更新という理解をす

ることもあり得るものの，本件継続雇用制度にそのよ

うな定めはなく，労契法19条�号を適用した効果とし
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て生ずる同一の労働条件での更新について，従前の雇

用契約で定めるのと同一の労働条件によるほかないと

された例（テヅカ事件・福岡地裁令2.3.19判決)

……1230-87

その他：解任 原告Ｘの取締役解任については，「正

当な理由」（会社法339条�項）があるとされた例（加

賀金属事件・大阪地裁令2.1.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1226-84

就 業 規 則

効力，適用 従前の本給，能力給，諸手当を廃止し，

資格と役職により基本給を決定したうえで，人事考課

により加減することを内容とする就業規則変更につい

て，不利益変更であるが，その必要性，内容の相当性，

交渉の経緯からみて合理性があり甲・乙事件原告Ｘに

適用されるものの，変更後の給与体系表は就業規則と

なっていないからＸに適用されないとして，従前の給

与額を前提として新制度の考課によって減額した額と

実際の支給額の差額の支払いが命じられた例（アル

バック販売事件・神戸地裁姫路支部平31.3.18判決)

……1211-81

効力：不利益変更 職員給与規程（就業規則）の変更

により勤続手当の金額を凍結することは，被告Ｙ法人

の従業員が勤続を重ねた場合に将来受給することがで

きる金額が減少するという意味で，従業員に対し不利

益な内容ではあるとされた例（学校法人近畿大学〔勤

続手当等〕事件・大阪地裁平31.4.24判決)㌀㌀㌀㌀1221-67

効力：不利益変更 変更後の職員給与規程（就業規則）

は，原告Ｘ�らを含むＹ法人従業員に対して，周知さ

れていたと認められるとともに，合理的なものと認め

るのが相当であるとして，同変更の時点から，Ｘ�ら

に対して拘束力を有することになるとされた例（学校

法人近畿大学〔勤続手当等〕事件・大阪地裁平31.4.24

判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1221-67

効力：不利益変更 総会は，組合員の意見を述べる機

会が十分に確保されているなかで，締結された労働協

約の内容を有効なものと確定する意思を示した（追認

した）ものと評価することができるとされた例（学校

法人近畿大学〔勤続手当等〕事件・大阪地裁平31.4.24

判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1221-67

効力：不利益変更 労働組合の代表者または労働組合

の委任を受けた者は，当該労働組合またはその組合員

のために使用者等と労働協約の締結その他の事項に関

して交渉する権限を有すること（労組法�条），当該交

渉の結果締結された労働協約の規範的効力は，労組法

17条または18条の一般的拘束力を有する場合を除き，

労働協約当事者である労働組合の組合員にのみ及ぶと

解されること，労働者に労働組合加入の自由があるこ

と，以上の点からすると，当該協約の規範的効力が生

じた後に労働協約当事者である労働組合の組合員に

なった者の労働契約の内容が，組合員でなかった時点

に遡って，当該労働協約により変更されると解するこ

とはできず，当該組合員に対する当該協約の規範的効

力の始期は，労働協約上特段の定めがない限り，労働

組合加入の時点であると解するべきであるとされた例

（学校法人近畿大学〔勤続手当等〕事件・大阪地裁平

31.4.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1221-67

効力：不利益変更 勤続手当の凍結および共済掛金負

担金の廃止が，いずれも賃金に関する労働条件の変更

に関する事項であることからすると，当該変更に対す

る労働者の同意の有無については，当該変更を受け入

れる旨の労働者の行為の有無だけでなく，当該行為が

Ｘ�らの自由な意思に基づいてされたものと認めるに

足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという

観点からの検討が必要となると解するのが相当である

とされた例（学校法人近畿大学〔勤続手当等〕事件・

大阪地裁平31.4.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1221-67

適用 個別の合意によることなく労働者の労働条件を

規律すべく，就業規則を定めた使用者において，労働

者との個別の合意がないにもかかわらず，就業規則が

合理的な労働条件ではないことを理由として，自らそ

の拘束力を否定するのは禁反言の法理に反するという

べきであるとした一審判決が維持された例（大島産業

ほか〔第�〕事件・福岡高裁令元.6.27判決)㌀㌀㌀1212-5

労働安全・災害補償

業務上外 労働者が血管病変等の基礎疾患を有してい

る場合に，急性大動脈解離を含む心臓疾患の発症が労

働者の従事していた業務と因果関係があると認められ

るためには，業務に起因する過重な負荷によって労働

者の上記基礎疾患がその自然経過を超えて著しく増悪

し，心臓疾患を発症したときに，上記業務による過重

な負荷が心臓疾患の発症原因となったものとして，労

働者が従事していた業務と心臓疾患との間に因果関係

を認めるのが相当であるとされた例（太陽家具百貨店

事件・広島高裁平31.3.7判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1211-137

業務上外 労働者災害補償手続きにおける脳・心臓疾

患の業務起因性の判断基準については，「脳血管疾患

及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く。）の

認定基準について」（平成13年12月12日基発第1063号）

が定められているところ，同基準は医学的知見を踏ま

えて作成されたものであるから，本件における業務と

心臓疾患との間の因果関係の検討に当たっても，これ

を参考にするのが相当であるとされた例（太陽家具百

貨店事件・広島高裁平31.3.7判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1211-137
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業務上外 労働者が労働日に長時間にわたり業務に従

事する状況が継続するなどして，疲労や心理的負荷等

が過度に蓄積すると，労働者の心身の健康を損なう危

険のあることは，周知のところであり，労働基準法の

労働時間に関する制限の定めや労働安全衛生法の健康

配慮義務の定めは，上記のような危険が発生するのを

防止することをも目的とするものと解されるから，使

用者は，その雇用する労働者に従事させる業務を定め

てこれを管理するに際し，業務の遂行に伴う疲労や心

理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損

なうことがないよう注意する義務を負う（電通事件・

最二小判平12.3.24労判779号13頁参照）とされた例（太

陽家具百貨店事件・広島高裁平31.3.7判決)

……1211-137

業務上外 管理監督者（労働基準法41条�号）は，労

働基準法が定める労働条件の最低基準である労働時

間，休憩および休日に関する規定の適用が除外される

が，その趣旨は，管理監督者が労働条件の決定，その

他労務管理について経営者と一体的な立場にあり，そ

の職務内容，責任および権限の重要性に照らして，同

法所定の労働時間の枠を超えて事業活動をすることが

要請される一方，一般の労働者と比し，相応の賃金を

受け取り，また，自らの労働時間について厳格な規制

を受けず，比較的自由な裁量が認められているなどの

待遇面および勤務実態に照らして，例外的に，労働時

間等に関する規定を適用しなくても，過重な長時間労

働を防止しようとした法の趣旨が没却されるおそれが

乏しいことによるものと解されるとされた例（太陽家

具百貨店事件・広島高裁平31.3.7判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1211-137

業務上外 平均的労働者説に従って業務起因性が判断

された例（国・大阪中央労基署長〔ダイヤモンド〕事

件・大阪地裁令元.5.29判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1220-102

業務上外 本件においては，相当因果関係の判断に職

場のパワーハラスメントの成立要件を考慮すべきであ

るとした原告Ｘらの主張が否定された例（国・大阪中

央労基署長〔ダイヤモンド〕事件・大阪地裁令元.5.29

判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1220-102

業務上外 亡一郎が，本件事故当日のＢおよびＤによ

る飲酒の強要に対して，これを拒絶することはきわめ

て困難な状況にあったと認められ，また，ＢおよびＤ

が，ヘルプホストである亡一郎に対し，濃い酒を作っ

て飲むように強要することは，本件クラブにおけるホ

ストの業務の一環ないし同業務に直接関連する行為で

あったとされた例（国・大阪中央労基署長〔ダイヤモ

ンド〕事件・大阪地裁令元.5.29判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1220-102

業務上外 業務の危険性の判断について，平均的労働

者基準説がとられた例（国・平塚労基署長〔旧ワタミ

の介護〕事件・東京地裁平30.5.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀1220-115

業務上外 原告Ｘ主張の出来事のほとんどは認められ

ず，本件疾病の発病前おおむね�か月の間における業

務による強い心理的負荷は認められないことなどか

ら，本件疾病の発病につき業務起因性は認められない

とされた例（国・平塚労基署長〔旧ワタミの介護株式

会社〕事件・東京地裁平30.5.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1220-115

業務上外 Ｂによる一連の行為は，「胸や腰等への身

体接触を含むセクシュアルハラスメントであって，行

為は継続していないが，会社に相談しても適切な対応

がなく，改善されなかった又は会社への相談等の後に

職場の人間関係が悪化した場合」に該当し，他の諸点

も合わせ考慮すると，その心理的負荷の評価は「強」

となるとされた例（国・札幌東労基署長〔紀文フレッ

シュシステム〕事件・札幌地裁令2.3.13判決)

……1221-29

業務上外 本件において，原告Ｘの精神障害（うつ病）

発病につき業務起因性を認めることができるから，こ

れを否定して療養補償給付および休業補償給付を支給

しないこととした本件各処分は違法であって，取消し

を免れないとされた例（国・札幌東労基署長〔紀文フ

レッシュシステム〕事件・札幌地裁令2.3.13判決)

……1221-29

業務上外 原告Ｘは，被告Ｙ社において担当していた

各種業務の処理のために長時間労働を継続していたも

のと認められることから，Ｘの業務は，著しく過重な

ものであったとされた例（豊和事件・大阪地裁令2.3.

4判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-6

業務上外 長時間労働の継続によるＸの心理的負荷の

程度は強度であったといえ，Ｙ社における業務と本件

疾病の発症との間には相当因果関係が認められるとさ

れた例（豊和事件・大阪地裁令2.3.4判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-6

業務上外 Ｘの長時間労働に対し，Ｙ社がこれを解消

すべく，Ｘの業務量を軽減するための適切な措置を講

じたものとは認められず，Ｙ社は，かかる措置を講じ

ることなく，Ｘを過重な心理的負荷の原因となる長時

間労働に従事させ続けたものであるから，Ｙ社には安

全配慮義務違反があったものと認められるとされた例

（豊和事件・大阪地裁令2.3.4判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-6

業務上外 医学的に，恒常的な長時間労働による負荷

が一定期間にわたって作用した場合には，疲労の蓄積

が生じ，血管病変等をその自然状態を超えて著しく増

悪させ，その結果，脳梗塞等の脳血管疾患を発症させ

ることがあるとされ，特に，発症前�か月間におおむ

ね100時間または発症前�か月間から�か月間にわ

たって，�か月当たりおおむね80時間を超える時間外

労働が認められる場合には，業務と発症の関連性が強

いと評価できる等として，Ｘの業務と疾病との相当因

果関係が肯定されるとした一審判断が維持された例
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（フルカワほか事件・福岡高裁令元.7.18判決)

……1223-95

業務上外 仮に，被控訴人（一審原告）Ｘが自らの意

思に基づいて控訴人（一審被告）Ｙ�社の監査役およ

び取締役に就任していた事実が過去にあったとして

も，そのことから直ちに，本件疾病発症前�か月間に

おいて，Ｘが業務の遂行について広範な裁量を有して

いたことになるものではない等として，これらの事情

を相当因果関係を否定する考慮要素としなかった一審

判断が維持された例（フルカワほか事件・福岡高裁令

元.7.18判決）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1223-95

業務上外 本件では，心理的負荷が「中」となる出来

事が複数認められるうえ，これらの出来事の前後にお

いて恒常的長時間労働があったことを総合評価すれ

ば，亡Ｋに対する業務による心理的負荷の強度は「強」

であったものと認めるのが相当であるとされた例

（国・敦賀労基署長〔三和不動産〕事件・福井地裁令

2.2.12判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1224-57

業務上外 Ｋが適応障害を発症したこと，Ｋの適応障

害発症前の業務による心理的負荷の総合評価は「強」

であることが認められ，反面，Ｋの適応障害発症の原

因となる業務以外の心理的負荷または個体側要因を認

めることはできないから，Ｋの適応障害の発症および

その後の本件自殺は，Ｋの業務に起因するものである

と認めるのが相当であり，Ｋについて精神障害は発生

していないとして，遺族補償年金および葬祭料を不支

給とした本件処分は違法であり，取消しを免れないと

された例（国・敦賀労基署長〔三和不動産〕事件・福

井地裁令2.2.12判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1224-57

業務上外 嫌がらせ・いじめと評価される出来事の前

に恒常的長時間労働があり，当該出来事の直後に亡Ｋ

の精神障害の発病が認められ，心理的負荷の強度は

「強」と評価されるとされた例（池一菜果園ほか事件・

高知地裁令2.2.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1225-25

業務上外 亡Ｋにある程度の仕事量が存在し，継続的

な作業が行われたと認められる場合には，持帰り仕事

が業務の過重性に影響したと評価することができるか

ら，証拠からうかがわれる作業時間を合計したうえで，

これを30分単位で切り捨てにした時間を業務の過重性

に影響した労働時間として認定するのが相当であると

された例（アルゴグラフィックス事件・東京地裁令2.

3.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1228-63

業務上外 Ｋは，発症前�か月間において，特に過重

な労働に従事したことによって著しく疲労を蓄積させ

たことにより，血管病変等がその自然的経過を超えて

著しく増悪し，これによりくも膜下出血を発症したも

のと推認され，Ｋの死亡と業務との間に因果関係を認

めるのが相当であるとされた例（アルゴグラフィック

ス事件・東京地裁令2.3.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1228-63

公務上外 基礎疾患が，確たる発症因子がなくともそ

の自然の経過により心筋梗塞等の心臓疾患を発症させ

る寸前までは増悪していなかったと認められる場合

に，公務が，基礎疾患をその自然の経過を超えて増悪

させる要因となり得るような過重性を有するもので

あったことが認められ，かつ公務のほかにその自然の

経過を超えて増悪させる危険因子が認められないとき

には，発症と公務との相当因果関係が肯定されるもの

というべきである（地公災基金鹿児島県支部長〔内之

浦町教委職員〕事件・最二小判平18.3.3労判919号�頁

参照）とされた例（国〔陸上自衛隊員訓練死〕事件・

旭川地裁令2.3.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1224-23

公務上外 亡Ｋは，一定の基礎疾患を有していたと認

められるものの，その進行の程度は，確たる因子がな

くても発症する寸前ではなかったと認められる一方

で，本件スキー機動訓練には，基礎疾患をその自然の

経過を超えて増悪させ，プラークの破綻により心筋梗

塞を発症させる危険性が存在したと認められ，そのほ

かにはその自然の経過を超えて基礎疾患を増悪させる

危険因子は認められないから，Ｋの死亡については，

公務起因性が認められるとされた例（国〔陸上自衛隊

員訓練死〕事件・旭川地裁令2.3.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀1224-23

損害賠償：素因減額 亡Ｋの既往症（高血圧）を理由

とした素因減額について30％を相当とした一審判断を

変更し，20％が相当とされた例（太陽家具百貨店事件・

広島高裁平31.3.7判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1211-137

損害賠償 本件学校の教員であった亡Ｋが，平成26年

�月から同年	月（同年�月を除く）にかけて毎月約

120時間以上にわたり所定勤務時間外に本件学校に在

校し，その在校時間に担当授業の準備，部活動指導，

初任者研修の準備，保護者対応，または，それらに関

連する事務を行っていた事案において，このような業

務は，一般の労働者を基準とした場合，過重であるこ

とは明らかであり，Ｋは，それによって心身の健康を

損なう蓋然性の高い状態にあったとされた例（福井

県・若狭町〔町立中学校教員〕事件・福井地裁令元.7.

10判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1216-21

損害賠償 Ｋが，明示的な勤務命令を受けずに，所定

勤務時間外において業務遂行のための付随的業務を

行っていた事案において，業務内容や経験年数からす

ればＫは当該業務を所定勤務時間外に行わざるを得な

かったものと認められ，自主的に従事していたとはい

えないから，事実上，本件校長の指揮監督下において

行っていたものと認められるとされた例（福井県・若

狭町〔町立中学校教員〕事件・福井地裁令元.7.10判決)

……1216-21

損害賠償 本件校長がＫに対する安全配慮義務の履行
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を怠ったとされた例（福井県・若狭町〔町立中学校教

員〕事件・福井地裁令元.7.10判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1216-21

損害賠償 Ｋの精神疾患は業務の過重性を原因として

発症したものと認めるのが相当であるとされた例（福

井県・若狭町〔町立中学校教員〕事件・福井地裁令元.

7.10判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1216-21

損害賠償 Ｋが，業務を原因とする精神疾患を発症し

た後も，平成26年�月を除き100時間を超える所定勤

務時間外の業務に従事していた事案において，業務以

外の心理的負荷がＫの自殺を誘発したこと等をうかが

わせる事情はないから，Ｋの自殺は業務により発症し

た精神疾患に基づくものであったと認めるのが相当で

あるとされた例（福井県・若狭町〔町立中学校教員〕

事件・福井地裁令元.7.10判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1216-21

損害賠償 Ｋが，被告町および被告県が設けていたメ

ンタルヘルス対策制度を利用していなかった事案にお

いて，同制度は一般的なものにとどまるうえ，Ｋの勤

務状況にかんがみれば本人からの積極的な利用が期待

できたともいえず，当該制度を利用しなかったことに

過失があるとは認められないとして，過失相殺が否定

された例（福井県・若狭町〔町立中学校教員〕事件・

福井地裁令元.7.10判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1216-21

損害賠償 被告Ｙ�および同Ｙ�は，いずれもＫの時間

外労働時間および業務内容ならびに○月の出来事の内

容を認識しまたは認識できたのであり，被告Ｙ�社の

規模を考慮すれば取締役において容易に認識し得たも

のであるから，故意または重過失が認められるという

べきであり，Ｙ�およびＹ�は，いずれも会社法429条

�項に基づく損害賠償責任を負うとされた例（池一菜

果園ほか事件・高知地裁令2.2.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1225-25

損害賠償 亡Ｋの逸失利益を算定する際の基礎収入に

ついては，通常の労働時間の賃金のみならず時間外割

増賃金も考慮するのが相当であるとされた例（アルゴ

グラフィックス事件・東京地裁令2.3.25判決)

……1228-63

損害賠償 Ｋは，高血圧の既往を有し，治療薬を適切

に服用しないこともあったものと認められるところ，

高血圧が動脈りゅう破裂のリスク要因とされているこ

とからすると，Ｋの高血圧がくも膜下出血の発症に影

響を及ぼした可能性を否定し得ないことを考慮して，

民法722条�項の過失相殺の規定を適用または類推適

用し，被告Ｙ社について�割の減責をするのが相当で

あるとされた例（アルゴグラフィックス事件・東京地

裁令2.3.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1228-63

その他：使用者責任 被告Ｙ�大学は被告Ｙ�の行為に

つき使用者責任を負うとされた例（国立大学法人筑波

大学ほか事件・宇都宮地裁栃木支部平31.3.28判決)

……1212-49

その他：安全配慮義務 地方公共団体が設置する中学

校の校長は，自己の監督する教員が，業務の遂行に伴

う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して心身の健康を

損なうことがないよう注意する義務（安全配慮義務）

を負うと解するのが相当であるとされた例（福井県・

若狭町〔町立中学校教員〕事件・福井地裁令元.7.10判

決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1216-21

その他：損益相殺 安全配慮義務違反を理由として国

家賠償が請求された事案において，遺族特別支給金，

遺族特別援護金および遺族特別給付金は，福祉事業の

一環として支給するもので，これらの給付は損害填補

の性質を有するものではないから，損益相殺の対象に

ならないとされた例（福井県・若狭町〔町立中学校教

員〕事件・福井地裁令元.7.10判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1216-21

その他：安全配慮義務 労働者が労働日に長時間にわ

たり業務に従事する状況が継続するなどして，疲労や

心理的負荷等が過度に蓄積すると，労働者の心身の健

康を損なう危険のあることは周知の事実であり，被告

Ｙ社は，原告Ｘに対し，従事させる業務を定めてこれ

を管理するに際し，業務の遂行に伴う疲労や心理的負

荷等が過度に蓄積してＸの心身の健康を損なうことが

ないように注意すべき義務があったとされた例（狩野

ジャパン事件・長崎地裁大村支部令元.9.26判決)

……1217-56

その他：安全配慮義務 Ｙ社が，36協定を締結するこ

となく，ないしは労働基準法施行規則�条の�第�項

の要件を満たさない36協定を締結して，月90時間

∼160時間以上の時間外労働に従事させたうえ，当該

期間中，タイムカードの打刻時刻から窺われるＸの労

働状況について注意を払い，Ｘの作業を確認し，改善

指導を行うなどの措置を講じることもしないという事

実は，安全配慮義務違反を構成し，それにより生じた

損害を賠償する義務が発生するとされた例（狩野ジャ

パン事件・長崎地裁大村支部令元.9.26判決)

……1217-56

その他：安全配慮義務 Ｘが長時間労働により心身の

不調を来したと認めるに足りる証拠はなく，結果的に

具体的な疾患を発症するに至らなかったと認められる

としても，Ｙ社が安全配慮義務を怠り，�年余にわた

り，Ｘを心身の不調を来す危険があるような長時間労

働に従事させたことは，Ｘの人格的利益を侵害したも

のといえ，精神的苦痛に対する慰謝料等を支払う義務

があるとされた例（狩野ジャパン事件・長崎地裁大村

支部令元.9.26判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1217-56

その他：安全配慮義務 訴訟上の因果関係の立証は，

一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく，経

験則に照らして全証拠を総合して検討し，特定の事実

が特定の結果発生を招来した関係を是認し得る程度の

26 2020年(令和�年)労働判例･命令年間総索引 (No.1211∼1230)



高度の蓋然性を証明することであり，その判定は，通

常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち

得るものであることを必要とすると解されるとされた

例（住友ゴム工業〔旧オーツタイヤ・石綿ばく露〕事

件・神戸地裁平30.2.14判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1219-34

その他：安全配慮義務 平成24年報告書（「石綿による

疾病の認定基準に関する検討会報告書」）に示された

知見に照らして，肺がんの労災認定基準である平成24

年基準（平成24年�月29日基発0329第�号通達）に定

められる「累積ばく露量の指標が実質的に認められる

か否か」を検討するのが相当であるとされた例（住友

ゴム工業〔旧オーツタイヤ・石綿ばく露〕事件・神戸

地裁平30.2.14判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1219-34

その他：安全配慮義務 使用者が認識すべき予見義務

の内容は，生命，健康という被害法益の重大性にかん

がみると，安全性に疑念を抱かせる程度の抽象的な危

惧であれば足り，必ずしも生命・健康に対する障害の

性質，程度や発症頻度まで具体的に認識する必要はな

いとされた例（住友ゴム工業〔旧オーツタイヤ・石綿

ばく露〕事件・神戸地裁平30.2.14判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1219-34

その他：安全配慮義務 甲事件被告兼乙事件被告Ｙ社

は，遅くとも，昭和35年までには，石綿ないしタルク

が，人の生命・健康に重大な障害を与える危険性があ

ると認識することができ，かつ，認識すべきであった

として，安全配慮義務違反の前提となる予見可能性が

あったとされた例（住友ゴム工業〔旧オーツタイヤ・

石綿ばく露〕事件・神戸地裁平30.2.14判決)

……1219-34

その他：安全配慮義務 Ｙ社は昭和35年以降，石綿粉

じんないしタルク粉じんの発生・飛散の防止および粉

じんの吸入防止について，粉じんの発生状況等に応じ

て粉じん作業従事者の生命・健康に重大な障害が生じ

ることを防止する義務を負っていたとされた例（住友

ゴム工業〔旧オーツタイヤ・石綿ばく露〕事件・神戸

地裁平30.2.14判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1219-34

その他：安全配慮義務 亡Ｃ，亡Ｂ，亡Ｅ，乙事件原

告Ｇについては昭和35年から，亡Ｆについては36年か

ら，それぞれＹ社の安全配慮義務違反が認められると

された例（住友ゴム工業〔旧オーツタイヤ・石綿ばく

露〕事件・神戸地裁平30.2.14判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1219-34

その他：安全配慮義務 Ｙ社が，積極的に，甲事件お

よび乙事件原告Ｘらの権利行使を妨げたなどの事情は

認められないものの，Ｙ社の看過できない帰責事由に

より，Ｘらの権利行使や時効中断行為が事実上困難に

なったというべきであり，債権者に債権行使を保障し

た趣旨を没却するような特段の事情が認められると

し，Ｙ社の消滅時効の援用は権利濫用として許されな

いものとされた例（住友ゴム工業〔旧オーツタイヤ・

石綿ばく露〕事件・神戸地裁平30.2.14判決)

……1219-34

その他：安全配慮義務 亡Ａの疾病（肺がん）と石綿

ばく露の因果関係について否定した一審の認定を一部

変更し，肺がんの発症リスクを�倍以上に高める石綿

ばく露があった場合に肺がん発症を石綿に起因するも

のとみなし，石綿繊維25本／ml ×年を発症リスクが

�倍になる累積ばく露量とみなす平成24年基準（労災

認定基準）を優に満たしていることから，肺がん発症

が神戸工場での勤務に起因することが高度の蓋然性を

もって証明されたというべきであるとされた例（住友

ゴム工業〔旧オーツタイヤ・石綿ばく露〕事件・大阪

高裁令元.7.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1220-72

その他：安全配慮義務 亡Ｄの疾病（肺がん）と石綿

ばく露の因果関係について否定した一審判断を変更

し，平成24年基準に定められる累積ばく露量の指標を

満たしているというべきであり，他方，喫煙年数が判

然としないことから，肺がん発症が喫煙に起因するも

のであると推認することはできないため，肺がん発症

が神戸工場での勤務に起因することが高度の蓋然性を

もって証明されたというべきであるとされた例（住友

ゴム工業〔旧オーツタイヤ・石綿ばく露〕事件・大阪

高裁令元.7.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1220-72

その他：安全配慮義務 昭和35年の時点で被控訴人・

控訴人（一審甲事件被告兼乙事件被告）Ｙ社は，高濃

度のタルク粉じんの飛散，タルクへの石綿の混在，石

綿の生命・健康への危険性のすべてを知悉していたと

もいえ，そうであれば，Ｙ社は具体的に生命・健康へ

の危険性を予見していたとも認められるとされた例

（住友ゴム工業〔旧オーツタイヤ・石綿ばく露〕事件・

大阪高裁令元.7.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1220-72

その他：安全配慮義務 喫煙歴による慰謝料の減額に

ついては一律に行うのが相当として，�割の減額が相

当とされた例（住友ゴム工業〔旧オーツタイヤ・石綿

ばく露〕事件・大阪高裁令元.7.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1220-72

その他：安全配慮義務 Ｙ社による消滅時効の援用を

権利濫用に当たるとした一審判断が維持された例（住

友ゴム工業〔旧オーツタイヤ・石綿ばく露〕事件・大

阪高裁令元.7.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1220-72

その他：注意義務違反 平均月250時間程度の時間外

労働に従事していた亡Ｋが発症したウイルス性心筋炎

について，被告Ｙ�は過重な勤務状態を認識しており，

業務遂行に伴う疲労が過度に蓄積する状況になること

を容易に想定することができたのに負担軽減措置を一

切講じなかったのみならず，Ｋが体調不良を訴えてい

たのにほぼ通常と同様の業務に従事させたことは，注

意義務違反（過失）に当たるとされた例（La Tortuga

〔過労死〕事件・大阪地裁令2.2.21判決)㌀㌀㌀㌀㌀1221-47
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その他：注意義務違反 Ｙ�の注意義務違反によるＫ

の心筋炎の発症および劇症化と，これに後続する重症

心不全によるショック状態，その結果として補助人工

心臓を埋め込んだことによる合併症である脳出血を発

症して死亡したことには相当因果関係があるとされた

例（La Tortuga〔過労死〕事件・大阪地裁令2.2.21判

決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1221-47

その他：安全配慮義務違反 被控訴人兼控訴人（一審

被告）Ｙ�社としては，控訴人兼被控訴人（一審原告）

Ｘの業務がうつ病の発症をもたらしうる危険性を有す

る特に過重なものと認識することは困難であり，単に

労働時間が長時間に及んでいることのみをもって，Ｘ

のうつ病の発症を予見できたとはいえず，またＹ�社

は，Ｘの業務をさらに削減することが困難であったう

え，特にＸから業務の遂行が困難であることの申告も

なかったことから，Ｘのうつ病の発症を回避するため

に具体的な対応をすることも困難であったとされた例

（北海道二十一世紀総合研究所ほか事件・札幌高裁令

元.12.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-49

その他：安全配慮義務違反 Ｘのうつ病発症について，

Ｙ�社に安全配慮義務違反は認められないとされた例

（北海道二十一世紀総合研究所ほか事件・札幌高裁令

元.12.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-49

その他：安全配慮義務違反 Ｘの復職時の減給は労働

契約に基づく賃金債権の債務不履行等に当たりうる

が，安全配慮義務とは直接関係せず，安全配慮義務違

反による不法行為を構成するとはいえないなどとし

て，一審判断を変更し，被控訴人兼控訴人（一審被告）

Ｙ�社らの不法行為はいずれも認められないとされた

例（北海道二十一世紀総合研究所ほか事件・札幌高裁

令元.12.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-49

その他：安全配慮義務 使用者の雇用契約上の安全配

慮義務を認めた（労働契約法�条参照）一審判断が維

持された例（フルカワほか事件・福岡高裁令元.7.18判

決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1223-95

その他：安全配慮義務 安全配慮義務は，雇用契約の

信義則上の付随義務として一般的に認められるべきも

のであるから，被控訴人（一審原告）Ｘが控訴人（一

審被告）Ｙ�社の従業員であった以上，過去に監査役

または取締役に就任していたとしても，そのことから

直ちにＹ�社がＸに対する安全配慮義務を負わないこ

とになるものではないとした一審判断が維持された例

（フルカワほか事件・福岡高裁令元.7.18判決)

……1223-95

その他：安全配慮義務 会社法429条�項は，株式会社

における取締役の地位の重要性に鑑み，取締役の職務

懈怠によって株式会社が第三者に損害を与えた場合

に，当該第三者を保護するため，法律上特別に取締役

の責任を定めたものであると解されるところ，労使関

係は企業経営について不可欠なものであり，株式会社

の従業員に対する安全配慮義務は，労働基準法，労働

安全衛生法および労働契約法の各法令からも導かれる

ものであることからすると，株式会社の取締役は，会

社に対する善管注意義務として，会社が安全配慮義務

を遵守する体制を整備すべき義務を負うものと解する

のが相当であるとした一審判断が維持された例（フル

カワほか事件・福岡高裁令元.7.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1223-95

その他：安全配慮義務 被告Ｙが亡Ｋの健康状態を把

握する義務にも，危険等の調査・防止の義務にも違反

したとは認められないとされた例（国〔陸上自衛隊員

訓練死〕事件・旭川地裁令2.3.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1224-23

その他：安全配慮義務 被告Ｙ�社は，亡Ｋに対し，長

時間労働による疲労や業務上の心理的負荷等が過度に

蓄積しないように注意ないし配慮する義務を負ってい

たにもかかわらず，Ｋに長時間労働を行わせつつ不相

当な指導を行い，かかる義務に違反したと認められる

とされた例（池一菜果園ほか事件・高知地裁令2.2.28

判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1225-25

その他：安全配慮義務 被告Ｙ社は，漫然と亡Ｋに過

重な労働に従事させたものとのそしりを免れず，Ｋに

対する安全配慮義務を怠ったものといわざるを得ない

から，Ｙ社はＫの死亡について，労働契約上の債務不

履行または不法行為に基づき，その損害を賠償する責

任を負うものとされた例（アルゴグラフィックス事

件・東京地裁令2.3.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1228-63

その他：安全配慮義務 一般に，使用者は，従業者に

従事させる業務を定めてこれを管理するに際し，業務

の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して従

業者の心身の健康を損なうことがないようにする義務

を負い，そして，使用者に代わって従業者に対し業務

上の指揮監督を行う権限を有する者は，使用者の上記

注意義務の内容に従って，その権限を行使すべき義務

があるとされた例（福生病院企業団〔旧福生病院組合〕

事件・東京地裁立川支部令2.7.1判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1230-5

その他：安全配慮義務 被告Ｙ社は原告Ｘが長時間労

働に従事していたことを認識しており，長時間労働を

放置した安全配慮義務違反が認められるところ，その

結果として具体的疾患を発症するに至らなかったとし

ても，�年以上にわたりひと月当たり30時間∼50時間

以上の時間外労働に従事させたことを踏まえると，10

万円の慰謝料支払いを命じるのが相当とされた例（ア

クサ生命保険事件・東京地裁令2.6.10判決)㌀㌀㌀1230-71

会社解散・分割・承継等
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争訟・その他

損害賠償 甲・乙事件被告Ｙ社の退職勧奨行為は両事

件原告Ｘの自由な意思形成を促すものとして許容され

る限度を超え自己決定権を害するものであり，その後

の自宅待機命令も正当な理由がなく裁量権を逸脱して

いるとして，慰謝料の支払いが命じられた例（アルバッ

ク販売事件・神戸地裁姫路支部平31.3.18判決)

……1211-81

損害賠償 本件処分および本件再雇用拒否は，全体と

して，原告Ｘの雇用を保持する利益や名誉を侵害する

ものとして不法行為を構成するとして，慰謝料請求が

一部認容された例（学校法人南山学園〔南山大学〕事

件・名古屋地裁令元.7.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1213-18

損害賠償 被告Ｙ法人の経営するＹ病院が，本来原告

Ｘの診療など健康管理に必要な範囲で用いることが想

定されていたＸの医療情報について，その範囲を超え

て採用活動に利用したことは，Ｘに対する不法行為を

構成するとされた例（社会福祉法人北海道社会事業協

会事件・札幌地裁令元.9.17判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1214-18

損害賠償 本件各考課およびＪ運輸長の発言により，

被控訴人・附帯控訴人（一審原告）Ｘらが心理的圧迫

や精神的苦痛を受けたことから，Ｘらが受けた精神的

苦痛に対する慰謝料としてはそれぞれ20万円，弁護士

費用としてはそれぞれ�万円が相当であるとされた例

（大阪市〔旧交通局職員ら〕事件・大阪高裁令元.9.6

判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1214-29

損害賠償 控訴人兼被控訴人（一審甲事件本訴被告・

反訴原告，乙事件原告）Ｙ社が，被控訴人兼控訴人（一

審甲事件本訴原告・反訴被告，乙事件被告）Ｘに付与

した業務用のメールアドレスに送信されたＸ宛ての

メールを閲読し，そのメールを送信した社外の第三者

らに対し，Ｘが就業規則違反と情報漏洩のため自宅待

機処分となった旨を記載したメールを送信したこと

は，Ｘのプライバシーを侵害する行為であり，不法行

為が成立するとしたが，一審判決が認容した損害を減

額して，慰謝料は�万円が相当であるとされた例（ジャ

パンビジネスラボ事件・東京高裁令元.11.28判決)

……1215-5

損害賠償 Ｘが，本件甲事件本訴を提起した日に行っ

た本件記者会見における発言に基づく報道は，語学ス

クールを経営するＹ社があたかもマタハラ企業である

ような印象を与えて社会的評価を低下させるものであ

り，報道によってＹ社の受けた影響は小さくないが，

本件に現れた一切の事情を考慮すると，損害は55万円

と認められるとして，一審判決と異なり，Ｙ社のＸに

対する損害賠償請求が認められた例（ジャパンビジネ

スラボ事件・東京高裁令元.11.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1215-5

損害賠償 本件掲示は，原告Ｘの社会的評価を低下さ

せる事実を摘示するものであり，違法性が阻却される

とは認められないため，不法行為に該当するとされた

例（ロピア事件・横浜地裁令元.10.10判決)㌀㌀㌀㌀1216-5

損害賠償：有休取得妨害 Ｂ賃従業員と被告Ｙ社との

間では，それが合法か否かは別として，個々の欠勤ご

とに有給休暇取得の有無を判断するのではなく，結果

的に，�か月の現実の就労日数が所定労働日数（�乗

務16日）を下回らない限り，有給休暇を取得しないも

のとして扱われていたものと推認され，仮に，Ｙ社に

おいて，Ｂ賃従業員に有給休暇がないといった趣旨の

発言があったとしても，それは，現実にはＢ賃従業員

の中で月の乗務数が�乗務を下回る者がいなかったこ

とを踏まえて，当事者間の認識を確認ないし説明する

趣旨のものであったと理解することができるから，こ

のことによって，有給休暇取得権の行使が妨害された

ともいえないとされた例（すみれ交通事件・横浜地裁

令元.9.26判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-104

損害賠償：国賠法�条�項 原告Ｘに対する直属の上

司の発言が，客観的にＸの性自認を否定する内容とい

うべきで，法的に許容される限度を超え，Ｘに対する

業務上の指導を行うに当たって尽くすべき注意義務を

怠ったものとして国家賠償法上違法の評価を免れない

とされた例（国・人事院〔経産省職員〕事件・東京地

裁令元.12.12判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1223-52

損害賠償 本件処分および本件再雇用拒否は，全体と

して，被控訴人兼附帯控訴人（一審原告）Ｘの雇用を

保持する利益や名誉を侵害するものとして不法行為を

構成するとして，慰謝料請求を一部認容した一審判断

が維持された例（学校法人南山学園〔南山大学〕事件・

名古屋高裁令2.1.23判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1224-98

損害賠償 本件においては，育児休業後の復職のため

に第�子の保育所入所の手続きを進め，保育所入所も

決まり，復職を申し入れたにもかかわらず，客観的合

理的理由がなく直前になって復職を拒否され，均等法

	条�項にも違反する本件解雇をされた結果，第�子

の保育所入所も取り消されるという経過をたどってお

り，このような経過に鑑みると，原告Ｘがその過程で

大きな精神的苦痛を被ったことが認められ，賃金支払

等によってその精神的苦痛がおおむね慰謝されたとみ

ることは相当でなく，被告Ｙ法人による違法な本件解

雇により，Ｘに生じた精神的苦痛を慰謝するに足りる

金額は30万円と認めるのが相当であるとされた例（社

会福祉法人緑友会事件・東京地裁令2.3.4判決)

……1225-5

その他：行政処分取消し 給与法は，職員の地位に必

然的に伴う給与決定について，法適合性を確保するた
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めに，人事院の職権による更正決定を認め，給与決定

に苦情のある職員には，その職権発動を促す審査の申

立てのみを認めたものと解するのが相当であるとし

て，給与決定の審査申立てに対する決定は，行訴法�

条�項所定の処分性を有しないとされた例（国・人事

院〔文科省職員〕事件・東京地裁平30.3.16判決)

……1212-80

その他：行政処分取消し 人事院による職員の行政措

置要求への判定が，①違法な手続きによって行われた

り，②裁量権の範囲を逸脱しまたは濫用するなど人事

院が有する裁量権の限界を超えて行われたりした場合

には違法となるというべきである（最三小判昭36.3.

28民集15巻�号595頁参照）とされた例（国・人事院〔文

科省職員〕事件・東京地裁平30.3.16判決)

……1212-80

その他：文書提出命令 ある文書が，その作成目的，

記載内容，これを現在の所持者が所持するに至るまで

の経緯，その他の事情から判断して，専ら内部の者の

利用に供する目的で作成され，外部の者に開示するこ

とが予定されていない文書であって，開示されると個

人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自

由な意思形成が阻害されたりするなど，開示によって

所持者の側に看過しがたい不利益が生ずるおそれがあ

ると認められる場合には，特段の事情がない限り，当

該文書は自己利用文書に当たると解するのが相当であ

り，この理は準文書についても異ならないとした原決

定が維持された例（学校法人河合塾〔文書提出命令・

抗告〕事件・東京高裁令元.8.21決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1214-68

その他：文書提出命令 講師氏名等，校舎，教室に加

えて，所属地区（本件コマ数減講師については東日本

地区以外の所属地区に限る）につきマスキングしたう

えで本件非更改講師等データを開示した場合，抗告人

（原審相手方・基本事件被告）Ｙ法人の側に看過しが

たい不利益が生ずるおそれがあるとはいえないから，

当該マスキング後の本件非更改講師等データが自己利

用文書に当たるということはできないとされた例（学

校法人河合塾〔文書提出命令・抗告〕事件・東京高裁

令元.8.21決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1214-68

その他：文書提出命令 本件全講師集計値データが自

己利用文書に当たるということはできないとした原決

定が維持された例（学校法人河合塾〔文書提出命令・

抗告〕事件・東京高裁令元.8.21決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1214-68

その他：文書提出命令 各予備校が受講生を確保する

ために厳しい競争関係にあり，予備校は，講師の良否

が講義を受講する生徒数に直結し，予備校経営にも影

響を与えることから，講師の良否を適切に評価するこ

とがその利益に直結することになるという事情を踏ま

えると，講師の人事評価基準は，各予備校の利益に直

結する重要な内部情報であり，その詳細が開示される

ことは，競争関係にある予備校に有益な情報を開示す

ることになる結果，Ｙ法人の事業に大きな不利益を生

ずるおそれがあるということができるとした原決定が

維持された例（学校法人河合塾〔文書提出命令・抗告〕

事件・東京高裁令元.8.21決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1214-68

その他：文書提出命令 人事評価基準を労働者に開示

することは，人事評価の透明性確保に資する一方で，

労働者がこれを過度に意識して業務に取り組むことと

なる結果，当該労働者の本来的な適性を見誤るなどの

事態を招来するおそれがあり，さらに，Ｙ法人におい

て，上記事態の生ずることを懸念して以後の人事評価

基準の作成および保管を控える事態となり，公正かつ

円滑な人事評価に支障が生ずるおそれがあるとした原

決定が維持された例（学校法人河合塾〔文書提出命令・

抗告〕事件・東京高裁令元.8.21決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1214-68

その他：行政処分取消し 救護施設を経営する原告法

人が，当該施設に生活相談員として勤務する被告補助

参加人労組の書記長Ｃに対し，同人への事前説明や補

助参加人労組との事前協議なく，介護職である生活支

援員に配置転換を行ったことが不当労働行為に当たる

としてなされた救済命令が維持され，法人の救済命令

取消請求が棄却された例（北海道・道労委〔社会福祉

法人札幌明啓院翰配転肝〕事件・札幌地裁令元.10.11判

決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1218-36

その他：中国事務所勤務職員の労働契約についての適

用法 本件において，日本の裁判所が審理および裁

判をすることが当事者間の衡平を害し，または適正か

つ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情は

認められないとした一審判断が維持された例（国立研

究開発法人理化学研究所事件・東京高裁平30.10.24判

決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1221-89

その他：中国事務所勤務職員の労働契約についての適

用法 本件労働契約は，わが国において締結された

ものであり，任期制職員就業規程は，この規程に定め

のない事項については，労基法その他法令の定めると

ころによる旨定めていること，被控訴人兼附帯控訴人

（一審本訴原告兼反訴被告兼民訴法260条�項相手方）

Ｘ法人および控訴人兼附帯被控訴人（一審本訴被告兼

反訴原告兼民訴法260条�項申立人）Ｙは，本件労働契

約にかかる勤務地についてＱ事務所に変更する予定で

あったのに，本件労働契約締結時および変更時のいず

れにおいても，勤務地の変更に伴い，本件労働契約を

規律する法律を変更するか否かについて別段の合意を

していなかったことから，Ｘ法人およびＹは，本件労

働契約締結当時，本件労働契約が日本法により規律さ

れるとの意思を有していたものと認められるとした一

審判断が維持された例（国立研究開発法人理化学研究

30 2020年(令和�年)労働判例･命令年間総索引 (No.1211∼1230)



所事件・東京高裁平30.10.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1221-89

その他：最密接関係地 被控訴人兼附帯控訴人Ｘ法人

は，法律上，職員の給与等の支給の基準を定める権限

が与えられていること，Ｘ法人は，その権限の行使を

含む職員の労働条件の決定・管理等の事務を，埼玉県

和光市所在の本部で遂行しており，本件労働契約に関

する事務についても同様であり，Ｑ事務所では行って

いないこと，Ｘ法人および控訴人兼附帯被控訴人Ｙの

本件労働契約締結当時の意思等の諸事情を合わせ考慮

すると，本件労働契約についての最密接関係地が中国

であるとの推定は覆され，日本であると認められると

した一審判断が維持された例（国立研究開発法人理化

学研究所事件・東京高裁平30.10.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀1221-89

その他：中国での不法行為に関する適用法 中国にお

いて法益侵害の結果が発生した控訴人兼附帯被控訴人

Ｙの行為において，被控訴人兼附帯控訴人Ｘ法人のＹ

に対する不法行為に基づく請求についての準拠法は中

国法であるとした一審判断が維持された例（国立研究

開発法人理化学研究所事件・東京高裁平30.10.24判決)

……1221-89

その他：建物明渡請求 甲事件原告寺院は，本件各建

物のうち，甲事件被告・乙事件原告Ｘらが居住に供し

ている本件建物①・②のみに限定して使用貸借契約の

終了を理由とする明渡しを請求するが，これは本件破

門処分をより実効あらしめるために，Ｘらを乙事件被

告Ｙ寺院から排除する行為の一環として行われたもの

であり，信義則上，許されないとされた例（圓満院事

件・大津地裁令元.10.3判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-87

その他：被用者から使用者への逆求償 使用者責任の

趣旨からすれば，使用者は，その事業の執行により損

害を被った第三者に対する関係において損害賠償義務

を負うのみならず，被用者との関係においても，損害

の全部または一部について負担すべき場合があると解

すべきであるとされた例（福山通運事件・最高裁二小

令2.2.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1224-5

その他：被用者から使用者への逆求償 使用者が第三

者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行し

た場合には，使用者は，その事業の性格，規模，施設

の状況，被用者の業務の内容，労働条件，勤務態度，

加害行為の態様，加害行為の予防または損失の分散に

ついての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照ら

し，損害の公平な分担という見地から信義則上相当と

認められる限度において，被用者に対して求償するこ

とができると解すべきところ（茨城石炭商事事件最高

裁昭和49年(オ)第1073号同51年�月�日第一小法廷判

決・民集30巻�号689頁），上記の場合と被用者が第三

者の被った損害を賠償した場合とで，使用者の損害の

負担について異なる結果となることは相当でないとさ

れた例（福山通運事件・最高裁二小令2.2.28判決)

……1224-5

その他：使用者による政治活動の勧奨 使用者が就業

場所において政治活動を任意に勧奨するに当たって

は，労働者が不参加に当たり，当該政治活動に対する

見解を表明することを余儀なくされたり（政治的見解

の表明を強制されない自由を侵害されたり），不利益

を受けることのないよう，労働者の政治上の思想・信

条に対して従業員に対する教育訓練の場面よりも一層

慎重な配慮を要するというべきとしたうえで，使用者

が自己の支持する政治活動への参加を従業員に促すこ

とについては，たとえ参加を強制するものではないと

しても，前記の点や参加の任意性（勧奨の態様や不参

加の容易性）等の諸般の事情を総合的に判断して，そ

の勧奨が，労働者の思想・信条の自由を侵害するか具

体的に侵害するおそれがあり，その態様，程度が社会

的に許容できる限度を超えている場合には違法になる

というべきであるとされた例（フジ住宅ほか事件・大

阪地裁堺支部令2.7.2判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1227-38

その他：退職直後の覚書に基づく約定損失補てん金請

求の有効性 被控訴人（一審原告）Ｘ社を退職した直

後の覚書に基づく，控訴人（一審被告）Ｙに対する約

定損失補てん金請求を全部認容した一審判断が取り消

された例（Ｐ興産元従業員事件・大阪高裁令2.1.24判

決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1228-87

その他：退職直後の覚書に基づく約定損失補てん金請

求の有効性 Ｙに対する約定損失補てん金支払いを

約した本件覚書による本件合意は，公序良俗に反し無

効であるというべきであるから，本件合意に基づくＸ

社の本件請求は理由がないとされた例（Ｐ興産元従業

員事件・大阪高裁令2.1.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1228-87

その他：退職直後の覚書に基づく約定損失補てん金請

求の有効性 本件覚書による本件合意は，その成立

時期がＹの退職直後であるものの，使用者が労働契約

関係にあった労働者に退職後も上記労働契約に付随し

て努力する義務を負わせたうえ，将来Ｘ社に損害が生

じた場合には，事情の如何を問わずその全額の賠償を

約束させるものにほかならず，実質的には，労基法16

条の規定の趣旨に反するとされた例（Ｐ興産元従業員

事件・大阪高裁令2.1.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1228-87

その他：退職直後の覚書に基づく約定損失補てん金請

求の有効性 本件覚書は，Ｘ社に一方的に有利で，か

つ，Ｙに一方的に不利益な内容であって，すでにＸ社

を退職していたＹが本件覚書にかかる本件合意をする

合理的理由を何ら見出せないにもかかわらず，Ｙが本

件覚書に署名押印したのは，これを拒否した場合にＹ

および当時Ｘ社に就労中の妻に加えられることが想定

されるＸ社代表者および関係者（Ｎ，Ｇ）からの報復
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を恐れたためであると解するのが自然であり，本件合

意は，Ｙの自由意思によるものとはいえないとされた

例（Ｐ興産元従業員事件・大阪高裁令2.1.24判決)

……1228-87

その他：国賠法�条�項 被告Ｙ企業団は，特別地方

公共団体（一部事務組合）であり，その職員に対する

指揮監督ないし安全管理作用は，国賠法�条�項にい

う「公権力の行使」に当たると解されるとされた例（福

生病院企業団〔旧福生病院組合〕事件・東京地裁立川

支部令2.7.1判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1230-5

その他：不当利得返還 原告Ｘらが引越事故責任賠償

金名目で支払った金員については，被告Ｙ�社賠償規

程が定める手続きをまったく履践しておらず，金額に

ついても，同規程が予定しているものとはまったく別

であるというのであるから，上記金員の支払いが，同

規程に基づく引越事故責任賠償金であるとは到底認め

られず，Ｘらが賃金からの控除または現金交付の方法

によりＹ�社に引越事故責任賠償金名目で金員を支

払ったことには法律上の原因がないとされた例（アー

トコーポレーションほか事件・横浜地裁令2.6.25判決)

……1230-36

その他：組合加入の成否 原告Ｘらにおいては，被告

Ｙ�組合について，その正式名称や活動目的ないし活

動内容を詳細には把握していないにしても，少なくと

も一種の社団としてのＹ�組合に加入しているという

認識は有していたものと認めるのが相当であり，その

ような認識がありながら，これを脱退するなどの意思

表示をしていない以上，Ｙ�組合に加入する黙示の意

思表示があったものと認めるのが相当であるとされた

例（アートコーポレーションほか事件・横浜地裁令2.

6.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1230-36

その他：チェック・オフ 被告Ｙ�社と被告Ｙ�組合と

は，いわゆるチェック・オフ協定を締結しているとこ

ろ，これに加えて，Ｙ�組合の規約によれば，組合費の

支払いはチェック・オフにより行う旨の規定があり，

Ｙ�組合の組合員である原告Ｘらは，この規約に従う

ことを当然に受容しているものと解されることからす

れば，特段の事情がない限り，上記チェック・オフ協

定とは別に，Ｙ�社がＸら個々の組合員から，賃金か

ら控除した組合費相当分をＹ�組合に支払うことにつ

き委任を受けることが，有効なチェック・オフを行う

ために必要であるとは解されないとされた例（アート

コーポレーションほか事件・横浜地裁令2.6.25判決)

……1230-36

労働組合・組合活動・争議行為

その他：ビラ配布の妨害 原告Ｘ法人が被告国の補助

参加人Ｚ労組らのビラ配布を妨害しており，同様の行

為を繰り返すおそれがあるとして，ビラ配布妨害の禁

止等を命じた労委命令が維持された例（国・中労委〔学

校法人文際学園翰非常勤講師肝〕事件・東京地裁平31.

2.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1211-165

団 体 交 渉

労 働 協 約

不当労働行為

不利益 介護職への本件配転は，Ｃの腰部椎間板ヘル

ニアを悪化させ，肉体的負担を増大させること，生活

相談員が統括や決裁など上位の職務を担い，昇進にか

かる人事実績があることから，本件配転が「不利益な

取扱い」（労組法�条�号）に当たるとされた例（北海

道・道労委〔社会福祉法人札幌明啓院翰配転肝〕事件・

札幌地裁令元.10.11判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1218-36

不利益，支配介入 被控訴人補助参加人（一審被告補

助参加人）会社は，乗務員が控訴人（一審原告）Ｘ労

組ないし三労組の組合員であるか否かとは関係なく，

旧賃金規定の適用者であることに着目して本件取扱い

をすることを意図して本件取扱いを実施したのであっ

て，Ｘ労組が新賃金体系を拒否せざるを得ないような

状況を作出することにより，Ｘ労組の組合員が旧賃金

規定の適用者になるような状況を作出したということ

はできないとされた例（北海道・道労委〔札幌交通〕

事件・札幌高裁令元.8.2判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-117

不利益，支配介入 Ｘ労組が新賃金体系に対して否定

的な対応ないし運動方針をとることを予想し，または

これを予想できたとしても，そのことをもって，会社

が当初からＸ労組の組合員に対して組合員であること

の故をもって本件取扱いをしたということはできない

とされた例（北海道・道労委〔札幌交通〕事件・札幌

高裁令元.8.2判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-117

不利益，支配介入 本件取扱いがされるに至った経緯

に鑑みれば，本件取扱いがＸ労組に対する反組合的意

思に基づいて行われたものということはできず，した

がって，会社が，本件取扱いによって組合員がＸ労組

を結成または運営することを支配し，またはこれに介

入したと認めることはできないとされた例（北海道・

道労委〔札幌交通〕事件・札幌高裁令元.8.2判決)

……1222-117
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不利益：組合員の定年後再雇用条件 本件再雇用条

件，本件残業禁止指示，本件賞与減額支給に合理的理

由があったということはできず，原告会社と被告補助

参加人労組との間の深刻な対立なども総合考慮する

と，会社は，Ｅが組合員であることを理由として，本

件再雇用条件，本件残業禁止指示，本件賞与減額支給

という不利益な取扱いをしたと認められるとされた例

（大阪府・府労委〔サンプラザ〈再雇用〉〕事件・大阪

地裁令元.10.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1219-5

支配介入 平穏に公道上でビラを配布する被告補助参

加人Ｚ労組ら組合員の前に原告Ｘ法人職員らが立ちは

だかる等の行動によって関係者にビラを受け取らせな

いようにしたことは，通行の安全確保のための措置と

は認められず，ビラの記載内容も不相当なものではな

かったとして，Ｘ法人による支配介入に当たるとされ

た例（国・中労委〔学校法人文際学園翰非常勤講師肝〕

事件・東京地裁平31.2.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1211-165

支配介入 本件配転は被告補助参加人労組を弱体化さ

せ，組合活動に萎縮的な効果をもたらすものであり，

また，労使間の合意に反して補助参加人労組との事前

協議なく行われたもので，労働協約の実効性を低下さ

せるとして，「支配介入」（労組法�条�号）に当たる

とされた例（北海道・道労委〔社会福祉法人札幌明啓

院翰配転肝〕事件・札幌地裁令元.10.11判決)

……1218-36

支配介入：組合員の定年後再雇用条件 組合員が定年

後再雇用に当たって不利益な取扱いを受けるとすれ

ば，組合員の組合活動意思が萎縮し，組合活動一般に

対して制約的効果が及ぶものであり，このような取扱

いにより，会社内部における労組の組合員を減少させ，

もって労組の組織の弱体化を意図したものというべき

であるから，本件再雇用条件，本件残業禁止指示およ

び本件賞与減額支給は，労組に対する支配介入に当た

るとされた例（大阪府・府労委〔サンプラザ〈再雇用〉〕

事件・大阪地裁令元.10.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1219-5

当事者適格 大学構内の保安警備業務を委託された

Ｃ�社から派遣されていたＡ組合員の解雇について，

Ａ組合員の所属する控訴人（一審原告）Ｘ組合が本件

学校法人に対して開催を申し入れた団体交渉は，当該

解雇についての謝罪または補償を求めることが主眼で

あり，雇用契約の採用，配置，雇用の終了といった雇

用管理一般の問題は議題とされておらず，もっぱら雇

用終了についての責任を議題とするものであったと認

められるから，本件団交事項との関係において，本件

学校法人がＡ組合員の労組法�条の「使用者」である

というには，Ａ組合員の雇用終了の決定について，雇

用主と同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を

有していることが必要であり，かつ，それで足りると

いうべきであるとした一審判決が維持された例（国・

中労委〔国際基督教大学〕事件・東京高裁令2.6.10判

決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1227-72

当事者適格 保安警備業務に従事するＡ組合員を受け

入れていた本件学校法人は，Ｃ�社に対し，Ａ組合員

の勤務に対する何らかの依頼や苦情を伝えることは

あったとしても，それを超えてＡ組合員を解雇するよ

う指示したと認めることはできず，Ｃ�社はあくまで

も自らの判断で本件解雇に至ったとみるのが相当であ

るとされた例（国・中労委〔国際基督教大学〕事件・

東京高裁令2.6.10判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1227-72

当事者適格 保安警備業務に従事するＡ組合員を受け

入れていた本件学校法人は，Ａ組合員の雇用の終了に

ついて雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的な

支配力を有していると認めることはできないから，労

組法�条の「使用者」に該当しないとした中労委命令

が適法であるとした一審判決が維持された例（国・中

労委〔国際基督教大学〕事件・東京高裁令2.6.10判決)

……1227-72

救済方法 Ｅの再雇用後の労働条件を「職能資格等級

は�等級，基本給は月額20万円，職務手当は月額�万

円をそれぞれ超えない範囲」で，定年退職時に職能資

格等級�等級であったシニア嘱託社員との均衡を失し

ないように命じる本件救済命令が，裁量権の逸脱濫用

ということはできないとされた例（大阪府・府労委〔サ

ンプラザ〈再雇用〉〕事件・大阪地裁令元.10.30判決)

……1219-5

労 委 命 令

◆不利益取扱い

戒告，業務命令 会社が，組合員Ｇに対し，戒告処分

および業務命令を行ったことが不当労働行為に当たら

ないとされた例（食品新聞社事件・大阪府労委令元.6.

4命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1216-86

組合員の解雇 ストライキに続く年休取得による業務

妨害（年休権の濫用）等を理由に組合員を解雇したこ

とが不当労働行為とされた例（保険審査サービス〔解

雇〕事件・大分県労委令元.7.16命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1211-175

組合員の賞与査定 平成27年および28年の賞与に関

し，営業職の組合員�名に対する考課点を低くして低

額支給したことは不当労働行為であるが，工場勤務職

の組合員�名の考課点が低くされたとは認められない

とされた例（田中酸素〔賞与・昇給〕事件・山口県労

委平31.3.28命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1211-178

委員長に対する降格および配転 労組のＡ�委員長を

管理職相当職であるＢ職層から一般職であるＣ職層へ
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降格したことおよび同人を東京支店から名古屋市の本

社お客様相談課へ配転したことがいずれも不当労働行

為とされた例（Ｖ社〔降格・配転〕事件・東京都労委

平31.2.19命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1211-179

組合員に対する配車減 労組がストライキを解除する

ことなく業務割当てを求めた期間，会社が組合員に配

車をしなかったことは不当労働行為に当たらないが，

ストライキ解除を通告したあと，会社が組合員の配車

を減らしたことは不当労働行為に当たるとされた例

（エム・ケイ運輸ほか事件・大阪府労委平31.1.15命令)

……1213-88

組合活動を理由とする契約不更新 パート従業員とし

て採用される前にビラ配布等をしたことを理由に，�

か月の有期雇用期間満了時に次の有期雇用契約を締結

しなかったことが不当労働行為とされた例（ＪＲ西日

本広島メンテック事件・広島県労委平31.4.12命令)

……1214-94

組合員に対する懲戒処分 組合員�名を出勤停止の懲

戒処分としたことが不当労働行為とされた例（プリモ

パッソ事件・大阪府労委令元.7.19命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1218-90

組合員に対する懲戒解雇予告通知 組合員�名に対

し，懲戒解雇予告通知をしたことが不当労働行為とさ

れた例（プリモパッソ事件・大阪府労委令元.7.19命令)

……1218-90

書記長に対する出向命令 組合書記長Ａ�を宇都宮営

業所の配車業務を行う班長から申立外Ｂ�社の小山市

に所在する⃝⃝事業所に出向を命じたことが不当労働

行為に当たらないとされた例（東北王子運送事件・東

京都労委平31.2.5命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1218-91

労働者供給に関する基本契約拒否 労組の申し入れた

労働者供給に関する基本契約締結を拒否した会社の対

応を不当労働行為であるとした初審判断が維持された

例（国際自動車�社事件・中労委令元.12.18命令)

……1220-128

労組委員長の不昇格 環境業務課に勤務する勤続年数

23年の労組委員長Ａ�を�級に昇格しなかったことが

不当労働行為に当たらないとされた例（公益財団法人

秋田市総合振興公社事件・秋田県労委平31.3.26命令)

……1220-131

配転および草刈り作業等の命令 労組の分会長である

Ｇを太陽光発電事業部からメンテナンス事業部に配転

し，草刈り作業等に従事させたことが不当労働行為と

された例（Ｑｖｏｕ事件・大阪府労委令2.2.10命令)

……1222-134

雇止め 有期雇用契約の組合員Ｘ�を期間満了を理由

に雇止めにしたことが不当労働行為に当たらないとさ

れた例（双葉産業事件・大阪府労委令2.2.10命令)

……1222-135

出勤停止処分および解雇 申立人Ｘに対する異物除去

作業の指示，10日間の出勤停止処分および解雇がいず

れも不当労働行為に当たらないとされた例（粟野興産

ほか�社事件・栃木県労委令元.12.12命令)

……1222-136

復職拒否および休職命令 休職を命じた組合員から就

労が可能であるとの診断書および復職願が提出されて

も復職を認めなかったことを不当労働行為とした初審

命令が維持された例（学校法人神奈川歯科大学〔復職〕

事件・中労委平31.2.8命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-139

事業縮小を理由とした自宅待機命令および解雇 業務

縮小を理由に組合員�名を自宅待機とし，さらに解雇

したことを不当労働行為であるとした初審命令を維持

したうえで，同命令を一部変更し，組合員�名を早期

に職場復帰させるよう求めるとされた例（エミレーツ

航空事件・中労委令2.1.22命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1223-100

組合員であることを理由とした解雇 勤務態度および

勤務成績不良を理由に組合員�名を解雇したことが不

当労働行為とされた例（フォーラム事件・大阪府労委

令2.3.13命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1225-103

担当クラスの閉鎖 出席生徒数の減少を理由に非常勤

講師である組合員�名の担当クラスを閉鎖したことが

不当労働行為に当たらないとされた例（エヌ・シイ・

シイ事件・東京都労委令2.2.4命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1225-105

勤務改善指導書の交付 被申立人会社の企業内労組で

ある申立外労組の代議員選挙に立候補した申立人Ｘの

選挙公約配布を理由に，会社が勤務改善指導書を繰り

返し交付したことが不当労働行為とされた例（九州福

山通運事件・福岡県労委令2.6.2命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1227-95

配車日数差別 平成29年�月から30年�月までの組合

員に対する配車日数は，ばらつきの域を超えたという

ことができず，不当労働行為に当たらないとされた例

（徳島事件・大阪府労委令元.10.21命令)㌀㌀㌀㌀㌀1227-98

配車日数差別 平成30年�月以降，組合員�名に配車

をしないことが不当労働行為とされた例（徳島事件・

大阪府労委令元.10.21命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1227-98

組合員であることを理由とした解雇 被申立人Ｙ法人

の設置運営する介護老人保健施設で介護職員として勤

務してきた組合員Ｆを解雇したことが不当労働行為に

当たらないとされた例（医療法人健和会事件・大阪府

労委令2.4.13命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1229-102

組合員に対する配転命令 組合員Ａ�をＢ�病院の薬

剤科の職務の級�級の一般薬剤師からＢ�病院の薬剤

科の職務の級�級の主任薬剤師に配転したことが不当

労働行為とされた例（独立行政法人地域医療機能推進

機構事件・東京都労委令元.10.1命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1229-105
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◆団交拒否

団交応諾義務 関連会社である申立外Ｆおよび同Ｇの

従業員と労使関係にないこと等を理由に団交に応じな

い法人の対応が不当労働行為に当たらないとされた例

（日本貨物検数協会〔転籍〕事件・大阪府労委平31.2.

12命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1213-87

団交応諾義務 会社が，平成29年�月以降，大阪での

団交開催に応じないことが不当労働行為とされた例

（食品新聞社事件・大阪府労委令元.6.4命令)

……1216-86

団交応諾義務 組合員の定年後の再雇用条件に関する

�回の団交後，労組の申し入れた団交に応じなかった

会社の対応が不当労働行為とされた例（日本タタ・コ

ンサルタンシー・サービシズ事件・東京都労委平31.4.

23命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1216-87

団交応諾義務 法人の会員であるＣ組合員は，法人と

の関係で労組法上の労働者に当たると断定できず，労

組の申し入れた団交に応じない法人の対応が不当労働

行為に当たらないとされた例（公益社団法人富田林市

シルバー人材センター事件・大阪府労委令元.9.2命令)

……1220-129

団交応諾義務 雇用契約期間に関する労使の認識が異

なるＸ�組合員の継続雇用を議題とする労組の申し入

れた団交に応じなかった法人の対応が不当労働行為と

された例（社会福祉法人寺田萬寿会事件・大阪府労委

令元.7.1命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1220-130

団交応諾義務 被申立人会社は組合員の労組法上の使

用者に当たらないとして，申立人労組の申し入れた団

交に応じない会社の対応が不当労働行為に当たらない

とされた例（ＣＬＣ事件・大阪府労委平31.1.8命令)

……1222-140

団交応諾義務 計器工事作業者らの加入する申立人労

組の申し入れた団交に応じない会社の対応が不当労働

行為とされた例（ワットラインサービス事件・東京都

労委令2.2.4命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1225-104

団交応諾義務 外国人技能実習生受入れ事業を行う協

同組合が実習生の加入した申立人労組の申し入れた団

交に応じないことが不当労働行為に当たらないとされ

た例（中亜国際協同組合ほか事件・広島県労委令2.3.

13命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1227-96

団交応諾義務 非常勤職員の任用根拠の変更に伴う労

働条件の変更に関する団交における府の対応が，団交

拒否および支配介入の不当労働行為に当たらないとさ

れた例（大阪府〔非常勤講師等・任用根拠変更〕事件・

大阪府労委令2.2.12命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1227-97

誠実交渉義務 定年後再雇用者の労働条件について

は，裁判で和解が成立したため団交応諾を命じる必要

性は失われたものの，�回の団交に実質的権限を有す

る者を出席させず，自らの主張の裏付けとなる資料を

提示しない会社の対応を不当労働行為とした初審命令

が維持された例（長澤運輸〔団交〕事件・中労委令元.

7.3命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1211-176

誠実交渉義務 Ｂ�営業本部長によるハラスメント行

為が義務的団交事項に当たらないとする会社の対応が

不当労働行為とされた例（Ｖ社〔降格・配転〕事件・

東京都労委平31.2.19命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1211-179

誠実交渉義務 労働協約改定に関する�回の団交にお

ける会社側の対応が不誠実であるとして，不当労働行

為とされた例（日本コンベヤほか�社事件・大阪府労

委平31.4.12命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1213-86

誠実交渉義務 有期雇用職員の無期転換を議題とする

団交において，労組の要求する他大学の財務状況に関

する資料を提示しなかったことは不当労働行為に当た

らないが，希望者全員の無期転換ができない理由の根

拠となる資料の提示および説明をしなかった法人の対

応は不当労働行為に当たるとされた例（国立大学法人

東北大学事件・宮城県労委令元.11.14命令)

……1214-91

誠実交渉義務 便宜供与を議題とする団交において，

要求を拒否する旨回答するのみの会社の対応および労

組の便宜供与要求に対し，現時点では応ずることはで

きないとだけ回答した会社の対応が，いずれも不当労

働行為とされた例（朝日新聞社〔便宜供与〕事件・東

京都労委平31.4.23命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1214-93

誠実交渉義務 団交の途中で会社側出席者が退席した

ことが不当労働行為とされた例（トライメディカル

サービス事件・大阪府労委令元.7.5命令)㌀㌀㌀㌀㌀1216-85

誠実交渉義務 保管ボックスの設置要求，組合員�名

の勤務シフト変更要求，施設の改善要求，賃金改定要

求を議題とする団交における会社の対応が不当労働行

為とされた例（トライメディカルサービス事件・大阪

府労委令元.7.5命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1216-85

誠実交渉義務 組合員Ｃの未払残業代を議題とする団

交において，未払残業代が発生していないとする理由

を具体的に説明しなかったこと，および同人のタイム

カードの写しを提供しない理由を説明しなかったこと

がいずれも不当労働行為とされた例（光明池土地改良

区事件・大阪府労委平31.1.11命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1218-92

誠実交渉義務 団交における被申立人会社の代理人弁

護士らによる不適切な発言が不当労働行為とされた例

（フォーラム事件・大阪府労委令2.3.13命令)

……1225-103

誠実交渉義務 学科長規程に関する団交における再審

査被申立人（初審被申立人）Ｙ法人の対応が不誠実で

あったとされた例（公立大学法人都留文科大学事件・
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中労委令2.3.4命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1229-103

◆支配介入

組合員の解雇 ストライキに続く年休取得による業務

妨害（年休権の濫用）等を理由に組合員を解雇したこ

とが不当労働行為とされた例（保険審査サービス〔解

雇〕事件・大分県労委令元.7.16命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1211-175

労働協約改定の申入れ 会社側がユニオン・ショップ

制廃止の条項を含む労働協約の改定を申し入れたこと

は不当労働行為に当たらないとされた例（日本コンベ

ヤほか�社事件・大阪府労委平31.4.12命令)

……1213-86

労働協約解約の通知 会社側が，有効期間経過後に労

働協約を解約すると通知したことが不当労働行為とさ

れた例（日本コンベヤほか�社事件・大阪府労委平31.

4.12命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1213-86

脱退勧奨 会社の管理部次長Ｆが部下の運転士Ｇを通

じて，労組に加入して分会を結成した直後の組合員Ｃ

に対し，（労組に加入すると）将来がなくなる等と述べ

たことが不当労働行為とされた例（西武観光バス事

件・東京都労委令元.10.15命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1214-92

便宜供与 便宜供与を議題とする団交において，要求

を拒否する旨回答するのみの会社の対応および労組の

便宜供与要求に対し，現時点では応ずることはできな

いとだけ回答した会社の対応が，いずれも不当労働行

為とされた例（朝日新聞社〔便宜供与〕事件・東京都

労委平31.4.23命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1214-93

組合活動を理由とする契約不更新 パート従業員とし

て採用される前にビラ配布等をしたことを理由に，�

か月の有期雇用期間満了時に次の有期雇用契約を締結

しなかったことが不当労働行為とされた例（ＪＲ西日

本広島メンテック事件・広島県労委平31.4.12命令)

……1214-94

戒告，業務命令 会社が，組合員Ｇに対し，戒告処分

および業務命令を行ったことが不当労働行為に当たら

ないとされた例（食品新聞社事件・大阪府労委令元.6.

4命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1216-86

組合員に対する懲戒処分 組合員�名を出勤停止の懲

戒処分としたことが不当労働行為とされた例（プリモ

パッソ事件・大阪府労委令元.7.19命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1218-90

組合員に対する懲戒解雇予告通知 組合員�名に対

し，懲戒解雇予告通知をしたことが不当労働行為とさ

れた例（プリモパッソ事件・大阪府労委令元.7.19命令)

……1218-90

書記長に対する出向命令 組合書記長Ａ�を宇都宮営

業所の配車業務を行う班長から申立外Ｂ�社の小山市

に所在する⃝⃝事業所に出向を命じたことが不当労働

行為に当たらないとされた例（東北王子運送事件・東

京都労委平31.2.5命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1218-91

労働者供給に関する基本契約拒否 労組の申し入れた

労働者供給に関する基本契約締結を拒否した会社の対

応を不当労働行為であるとした初審判断が維持された

例（国際自動車�社事件・中労委令元.12.18命令)

……1220-128

配転および草刈り作業等の命令 労組の分会長である

Ｇを太陽光発電事業部からメンテナンス事業部に配転

し，草刈り作業等に従事させたことが不当労働行為と

された例（Ｑｖｏｕ事件・大阪府労委令2.2.10命令)

……1222-134

雇止め 有期雇用契約の組合員Ｘ�を期間満了を理由

に雇止めにしたことが不当労働行為に当たらないとさ

れた例（双葉産業事件・大阪府労委令2.2.10命令)

……1222-135

組合ニュースの投函禁止 労組に対して平成29年�月

�日付で組合ニュースの教職員用メールボックスへの

投函を禁止したことが不当労働行為とされた例（学校

法人名古屋自由学院事件・愛知県労委平31.3.8命令)

……1222-138

復職拒否および休職命令 休職を命じた組合員から就

労が可能であるとの診断書および復職願が提出されて

も復職を認めなかったことを不当労働行為とした初審

命令が維持された例（学校法人神奈川歯科大学〔復職〕

事件・中労委平31.2.8命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-139

事業縮小を理由とした自宅待機命令および解雇 業務

縮小を理由に組合員�名を自宅待機とし，さらに解雇

したことを不当労働行為であるとした初審命令を維持

したうえで，同命令を一部変更し，組合員�名を早期

に職場復帰させるよう求めるとされた例（エミレーツ

航空事件・中労委令2.1.22命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1223-100

退職勧奨 Ｙ�社の代表取締役がスト中の組合員�名

の自宅を訪問し，退職を勧奨する発言を行ったことが

不当労働行為とされた例（エム・ケイ運輸ほか�社事

件・大阪府労委令2.1.7命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1223-102

スト事前予告の要請 被申立人会社が，ストを行う場

合に事前予告を求める内容の文書を申立人労組に交付

したことが不当労働行為とされた例（エヌ・シイ・シ

イ事件・東京都労委令2.2.4命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1225-105

配車日数差別 平成29年�月から30年�月までの組合

員に対する配車日数は，ばらつきの域を超えたという

ことができず，不当労働行為に当たらないとされた例

（徳島事件・大阪府労委令元.10.21命令)㌀㌀㌀㌀㌀1227-98

配車日数差別 平成30年�月以降，組合員�名に配車

をしないことが不当労働行為とされた例（徳島事件・

大阪府労委令元.10.21命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1227-98

虚偽資料の提示 非常勤職員の任用根拠の変更に伴う

労働条件の変更に関する団交における府の対応が，団
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交拒否および支配介入の不当労働行為に当たらないと

された例（大阪府〔非常勤講師等・任用根拠変更〕事

件・大阪府労委令2.2.12命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1227-97

組合員であることを理由とした解雇 被申立人Ｙ法人

の設置運営する介護老人保健施設で介護職員として勤

務してきた組合員Ｆを解雇したことが不当労働行為に

当たらないとされた例（医療法人健和会事件・大阪府

労委令2.4.13命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1229-102

団交における法人の対応 退職手当規程に関する団交

における再審査被申立人（初審被申立人）Ｙ法人の対

応は不当労働行為に当たらないとされた例（公立大学

法人都留文科大学事件・中労委令2.3.4命令)

……1229-103

組合員に対する配転命令 組合員Ａ�をＢ�病院の薬

剤科の職務の級�級の一般薬剤師からＢ�病院の薬剤

科の職務の級�級の主任薬剤師に配転したことが不当

労働行為とされた例（独立行政法人地域医療機能推進

機構事件・東京都労委令元.10.1命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1229-105

◆救済手続き

当事者適格 申立人Ｘの出向先である被申立人Ｙ�会

社に対する申立てが却下された例（粟野興産ほか�社

事件・栃木県労委令元.12.12命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-136

当事者適格 申立外堺市の学童保育事業を新たに受託

した被申立人会社は，組合員の労組法上の使用者に当

たるとはいえず，従前の受託事業者に雇用されていた

組合員�名を採用しなかったことが不当労働行為に当

たらないとされた例（ＣＬＣ事件・大阪府労委平31.1.

8命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-140

当事者適格：使用者性 Ｙ�社は組合員との関係で使

用者ということはできないとして，同社を被申立人と

する申立てが棄却された例（エム・ケイ運輸ほか�社

事件・大阪府労委令2.1.7命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1223-102

当事者適格 被申立人会社と請負契約を締結して会社

の計器工事に従事する作業者は労組法上の労働者に当

たるとされた例（ワットラインサービス事件・東京都

労委令2.2.4命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1225-104

当事者適格 労組の申し入れた団交事項は一時帰国し

た技能実習生の在留期間が満了したことにより救済利

益が失われたとされた例（中亜国際協同組合ほか事

件・広島県労委令2.3.13命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1227-96

当事者適格 組合員に教研審の構成員が含まれている

ものの，学科長は使用者の利益を代表する者に該当せ

ず，学科長が加入する再審査申立人（初審申立人）労

組は申立人適格を有するとされた例（公立大学法人都

留文科大学事件・中労委令2.3.4命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1229-103

救済方法 休職中を理由に減額した賃金はすでに支払

われており，経済的損失は回復されているとして，初

審命令を変更し，文書交付のみが命じられた例（学校

法人神奈川歯科大学〔復職〕事件・中労委平31.2.8命

令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1222-139

救済手続き 救済申立てまでに�年を経過した配車差

別に関する申立てが却下された例（徳島事件・大阪府

労委令元.10.21命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1227-98

◆報復的不利益

救済申立てを理由とした不利益取扱い 組合員�名に

対し，懲戒解雇予告通知をしたことが救済申立てを理

由とした不利益取扱い（労組法�条�号違反）とされ

た例（プリモパッソ事件・大阪府労委令元.7.19命令)

……1218-90
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